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信託法 条の適用をめぐる解釈上の問題 問題設定

（ ） 信託法 条の制定

新信託法の制定は，そのさまざまな分野での活用可能性を意識した

信託 という制度の整備という理念のもとに，推し進められた。信託

という制度の活用の新たな領域として想定されている主要な領域の つ

が，家族の信託
（ ）

である。家族の信託の具体的な局面としては，たとえ

ば，個人の財産の管理や運用，特に高齢者の財産の管理，個人の財産の
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承継が，あげられる。このうち，特に，財産の承継の局面を念頭におい

て，立法されたのが，信託法 条である。

信託法 条は， 受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得す

る旨の定めのある信託の特例 として， 受益者の死亡により，当該受

益者の有する受益権が消滅し，他の者が新たな受益権を取得する旨の定

め（受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含

む。）のある信託は，当該信託がされた時から 年を経過した時以後に

現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該

受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間，その効力を

有する。 と規定する。

厳密には，信託法 条は，最初の財産の出捐者である委託者の死亡に

よる財産の承継を正面から扱っていないし，また，実際，委託者の生存

中に受益者が転じていく場合をもその射程としている。しかし，本条

は， 後継ぎ遺贈型 の 受益者連続型信託 についての定めであると

説明されており
（ ）

，そこで想定されているのが， 後継ぎ遺贈型 の，実

質的な財産承継であることがわかる。

信託法 条が立法されたのは，後継ぎ遺贈の民法上の効力について，

有効説と無効説の対立があり，──さらに言えば，もともとは無効説が

主流であったが，近時は有効説が有力に主張されている
（ ）

──その議論を

反映して，後継ぎ遺贈の実質を有する後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託

の効力についても疑義があったため，立法によって，その有効性を確認

し，あわせて，その効力の限界を明らかにし， 後継ぎ遺贈型の受益者

連続型信託 の利用の素地を確保することとしたものであった。

言い換えれば，信託法 条のない旧法下の状況では， 後継ぎ遺贈型

の受益者連続型信託 は，そもそも 後継ぎ遺贈 類似の法律関係であ

るという性質決定によって民法上の後継ぎ遺贈の効力の議論の影響を受

ける点で不安定な状況にあり，また， 後継ぎ遺贈型 であるという一

事をもって効力が否定されることはなく，一般の信託と効力において代

わることはないとしても，一般の信託の効力は，特にそれが長期にわた

る場合には，公序良俗という一般原則によって規律され，その適用によ
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り有効性のラインがどこで引かれるのかが不透明なままであるという点

でなお不安定な状況にあった。さらには，旧法下では，存続段階での数

次にわたる受益者連続型の信託自体の有効性もまた，議論の対象であっ

たことに留意すべきである
（ ）

。このように， 後継ぎ遺贈型の受益者連続

型信託 の効力については，三重の不安定さが取り巻いていた。

信託法 条は， 信託がされた時から 年プラスアルファ という信

託の存続期間設定によって，第 に，後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託

の有効性を確認し，何よりも第 に，セーフ・ハーバーを用意し，第

に，その半面において，その限界を設定し，それによって，旧法下の不

安定さを取り除くこととしたものである

（ ） 信託法 条の適用に関する解釈上の諸問題

しかし，こうして規定された信託法 条には，その適用において不鮮

明な点が少なくない。 条の適用をめぐる解釈上の問題は，すでに種々

指摘されている
（ ）

。それは，要件（あるいは適用の場面），効果
（ ）

，それら

を貫く，基底にある 基本的な考え方 あるいは 思想 ，規定の 趣

旨 というように，その全般にわたっている。

たとえば，次のような例を想定しよう。委託者 には現在の配偶者

，子供 ，その子供であり委託者からすると孫である がいる。ま

た，妹 とその娘であり委託者 にとっては姪にあたる がいる。 に

とって との婚姻は 度目のものであり，前配偶者は である。 の子

供 は 人おり， との間に ， ， との間に ， がいる。孫

も，それぞれ， ， ， ， の子， ， ， ， がいる。

このような家族関係（図 参照）のもとで， は次のような信託を設定

した。 所有の特定の財産（不動産や有価証券）について， との間

で信託契約を締結し， の生存中は自らが受益者となって，当該財産か

ら生ずる収益（不動産賃料や有価証券の配当など）を収受し， の死亡

後は，生存配偶者 が， の死亡後は の子供 が，それぞれ収益を収

受し， の死亡後は，財産（不動産や有価証券など）を孫 が取得し

て，信託を終了する。
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（配偶者） （妹）

（姪）

以下では，これを基本的な例として想定し，また，この基本事例に適

宜修正を施しつつ，信託法 条の適用をめぐって，どのような解釈問題

があるかを，その主要なものにつき，要件ないし適用場面，効果ないし

受益者の範囲の画定，基本的な考え方ないし制度趣旨の つに分けて，

概観する。

まず，第 の要件ないし適用場面について， 条が定める要件

は， 受益者の死亡により，当該受益者の有する受益権が消滅し，他の

者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託 であること，であ

る。この 定め には， 受益者の死亡により順次他の者が受益権を取

得する旨の定め が含まれる。これで想定されているのは，受益者が複

数であって，それが同時期ではなく，時期を異にして複数存在する，そ

の意味で受益者連続型の信託であり，かつ，そのような受益者の連続

が，先次の受益者の死亡にかからしめられているという，類型である。

後継ぎ遺贈型 の受益者連続型信託をとらえるための要件化である。

しかし，後継ぎ遺贈型の受益者連続型の信託のニーズとして，掲

げられている， 生存配偶者その他の親族の生活保障の必要や，個人企

業経営者，農業経営等における有能な後継者の確保等のために，共同均

分相続とは異なる財産承継
（ ）

に照らすと，受益権の終期を当該受益者の

死亡に設定することが必然とは言えない。たとえば，（ ）子が独り立

ちするまで という趣旨で一定の年齢に達すること（たとえば 歳ま



で ）を受益権の終期とし他の受益者の受益権取得をそれにかからしめ

ることや，（ ）生存配偶者の生活保障と子への財産承継との調整の観点

から 生存配偶者が再婚をし，その新たな配偶者の資力等から十分な生

活保障が受けられると （ 判断権者として信託行為で指定された者）

が判断した場合における再婚の時点（またはそれから一定期間後，たと

えば か月後の時点） を受益権の終期とし，子が受益権を取得すると

することや，（ ）孫に後継者としての適性を見出した経営者が，当該孫

が成人するまではその父である息子を受益者とし，孫が成人するなど一

定の年齢に達しその時点で適性を疑わせる事情がなかったときは，その

時点で息子の受益権は終了して孫が受益者を取得するなどの定めも，考

えられるところである。このように死亡以外の事由を受益権の終期およ

び始期または取得条件とした場合には，本条の適用はないのだろうか。

また，この適用場面の問題は，他の条文との関係という問題をも

生じさせる。特に， 条の受益者指定・変更権や， 条のいわゆる遺言

代用信託との関係
（ ）

である。

たとえば，生存配偶者 に生涯にわたる受益権を付与するが，その次

の受益者については， に委託者の子 から の中から 人または複

数人を指名するという指名権を与えた場合， 条の適用はあるのだろう

か。 が信託設定から 年目に指名権を行使して を指定し， 年後

に が死亡した場合はどうか。あるいは， は の孫の中から指定する

ものとされており， 年目に生まれた孫を が指定したらどうか。

また，変更権についても，変更権の付与によって，死亡以外の事由に

よる受益権の取得が生じうることになるが，そのような変更権の付与

は，その行使の有無にかかわらず，その存在自体により， 死亡により

受益権が消滅し，他の者が新たな受益権を取得する旨の定め という要

件に該当しないことになるのだろうか。

また，受益者の連続は，時間的に切れ間なく連続する必要がある

のかも問題となりうる。受益者が数次にわたるが，時間的な断続がある

場合は，どうか。たとえば，子供 がすべて死亡したときに孫 に財産

を与えるが，孫のうち最初に大学を卒業した者に与えるとか，生存する
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孫がすべて 歳以上になった時点で生存する者に与えるといった定めを

した場合には，時間的な断続，すなわち， 受益者の死亡により，当該

受益者の受益権が消滅する が，直ちには， 他の者が新たな受益権を

取得する 事態とはならない状況が生じうる。この場合，受益者の死亡

により他の者が受益権を取得するとはいえる（ただし，直ちに取得する

わけではない）ものとして，本条の適用があるものと考えてよいか。そ

のような定めは本条の 定め に該当するか
（ ）

。

あるいはまた，配偶者 ，子 ，孫 には，順次，死亡により受

益権の消滅と発生が起こるが，それと並んで，姪 が別途受益者とされ

歳になるまでの間給付を受けることが定められていたというように，

死亡による受益者の連続とは別の受益者の定めがあった場合（受益権の

付加・併存の場合）に，同条の適用は否定されることになるのか
（ ）

。

さらにここには，収益受益者と元本受益者との関係，特に元本受

益者のとらえ方の問題もある。例を簡単にして，配偶者 にその死亡ま

で収益を与え，配偶者 が死亡したときは，子 が財産を取得し，それ

によって信託を終了するというものであった場合で，子 は帰属権利者

として指定されているのではなく，いわゆる元本受益者，ないしは残余

財産受益者（信託法 条 項 号参照）として定められているのだと

すると，これは，本条に該当するのだろうか。というのは， はすでに

信託の効力が生じた時から，受益者としての地位を確定的に取得してお

り，元本や残余財産の交付という受益債権の実現・給付のみが の死亡

という停止条件が付されているにすぎない。そうだとすると，このよう

な場合は， 条には該当しないこととなる。このことは， 年経過後

に，受益者として権利取得を認められるのはどの範囲かという 効果

問題においても，同様に，問題となる。

次に，第 の 効果 ，すなわち，受益者の範囲の画定に関して

は，何より， 条の 当該信託がされた時から 年を経過した時以後に

現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合 とは，どの

ような場面を指すのかが問題である。

これに関しては， 当該信託がされた時 の意義に関して，信託
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行為に停止条件や始期が付されていたような場合に，信託行為の時を指

すのか，それとも信託の発効時かという問題が指摘されている。

より議論があるのは， 現に存する受益者 の意義に関し，いつ

の時点で 現に存する のか， 現に存する受益者 （そして，信託行為

の定めによって受益権を取得した 当該受益者 又は 当該受益権 ）

は複数であるのか，という問題である。規定振りが，必ずしも明瞭とは

言えないうえに，法文化されるにあたり，要綱から文言の変更があっ

て，要綱では， 当該信託がされた時から 年を経過した時に現に存す

る受益者が当該定めにより受益権を取得した場合 となっていたのが，

年経過時ではなく 以後 という表現に改められたという経緯があ

る。この経緯をめぐって，この表現の変更がどのような帰結の差異と考

え方の変更をもたらすのかが，必ずしも明らかではない。このため，こ

の部分の解釈については，すでに，複数の考え方が出されている。

ここで扱われている事項は つある。 つは，どの範囲の受益者まで

が受益権の取得を認められるのかという問題であり，もう つは， 年

の経過によって何が起こるのかという問題である。

まず，受益者の範囲については，法文の 年を経過した時以後に

の係り方と， 当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するま

で の 当該受益者 当該受益権 の範囲とを，どう解するかによっ

て，広狭 つの理解可能性がある。

最も広汎なのは， 年経過以後に，その時点での受益者の死亡のと

きに，次の受益者として定められた者が現存する（，そしてそのためそ

の者が受益権をその時点で取得することになる）という条件をみたす限

り，順次受益権を取得する という理解である（ア）。 年経過時以

後 は 受益権を取得した に係り，また， 当該受益者が死亡するま

で又は当該受益権が消滅するまで という文言の 当該受益者 当該

受益権 は複数の受益者・受益権を対象としうると読むことになる。ア

の理解によれば， 年経過以後は 断続 （前記 参照）が許されな

いという点が制約にはなるものの，本条の制限・限界付けとしての意味

は小さいことになる
（ ）

。
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これに対し， 年を経過した時以後に は， 年経過時が 現に存

する に係り（またそれゆえに， 以後に は 取得する に係る），

年経過時における現存する受益者によって，範囲が画されるとする考え

方がある。この理解のもとで，アと同様に， 当該受益者 当該受益

権 は複数の受益者・受益権を対象としうると解する場合には， 年

経過の時点で現存した受益者が，以後，受益権取得の事由が生じた時点

で現存している限り，すべて受益権を取得する と考えることになる。

これが第 の考え方である（イ）。要綱の記載に最も対応するのはこの

考え方である。
アイと異なり， 当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅す

るまで という文言の 当該受益者 当該受益権 とは （度）の受

益者 （度）の受益権 を指すものと解し， 年経過以後に現存する

受益者で受益権を取得したその者の受益権の終了により，信託の効力の

終期が画される結果， 年経過時以後は，それ以後の最初の受益権取得

あるいは 回の受益権取得のみが効力を有することになるとして， 当

該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまで という文言に

限定機能を認める考え方がある。この考え方のもとで， 年経過時以後

の係り方ないしは 年経過時の現存の要否に関して，アと同様に， 年

経過時以後の現存者の取得であればよいとする考え方（ウ）と，イと同

様に， 年経過時点における現存者という範囲限定があるとする考え方

（エ）とに分かれる。すなわち，第 の考え方（ウ）は， 年経過以後

の最初の受益者に限る という考え方であり，換言すれば， 年経過以

後におこる，次の受益権の確定取得まで，効力を認め，受益者の現存自

体は 年経過時点である必要はないとする考え方であり
（ ）

，第 の考え方

（エ）は， 年経過の時点で現存している受益者がその後ずっと現存し

たまま受益権を取得した場合，その最初の受益者をもって最後の受益者

とする という考え方である。

なお，立案担当者の解説は，第 のエの考え方のようであるが，必ず

しもはっきりしない。というのは， 年経過以後の最初の受益者に限る

ことは明示されているが，その一方で，要綱から表現を改めた理由につ
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いて， ある時点までに出生していたか否かで権利の帰趨が決まるとい

う立法は法制上望ましくないという判断 がその理由として記されてお

り
（ ）

，そのことからすると，現存自体は 年の時点で現存していることを

要しないという考え方だとも理解できるからである。

もう つの， 年目の経過によって何が起こるのかは，特に，

年の経過によって受益者の範囲が画されるという， においてイやエの

考え方をとる場合，それによって次の受益者が特定の者に確定するのか

どうかにかかわる。 つの考え方は， 年の経過によって次の受益者が

確定し，それ以外の受益者の定めは効力を失うという考え方である
（ ）

。も

う つの考え方は，第 の考え方ほどに明瞭にされているわけではない

が， 年の経過によってその時点で現存する範囲に受益者が限定され，

他の者については受益権取得はおこらない（その意味で，信託行為のそ

の部分の定めは実現可能性が失われる。これを無効となるといってもよ

いだろう。）が，そのうちの 人に特定するわけではなく，そのうち，

年経過時現在の受益者の死亡の時点までの間，継続しての現存 を

満たす者で，かつ，その中での第 順位の者が次に受益権を取得するこ

とになるのであり，なお次の受益者は確定しないという考え方である。

具体的には，基本事例を修正して，孫 もまた収益受益者とされ，その

子孫 が元本を取得するという定めであったとする。その場合におい

て， 年経過時点で，配偶者 が受益権を有しており，現存していたの

は，子 と孫 であったが，その後 の死亡前に が死亡してお

り， の死亡時には のみが現存していたという場合，第 の考え方

によれば， 年経過時点で， についての定めは効力を失うから，

は受益権を取得せず， の死亡によって次の受益者が不在のため信託は

終了するのに対し，第 の考え方によれば， が次の受益者となり，

その死亡等によって信託が終了することになる。

に関連して，複数の問題がある。その つが胎児の取扱いの問

題であり， において， 年の経過の時点での受益者の現存を要求する

場合（イやエの考え方の場合）に，この問題が生じる。すなわち， 年

経過時点において胎児であり，その後出生した者は， 年経過時におけ
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る現存者に含むと解されるかどうかである
（ ）

。

年の経過の時点で受益者の現存を要求するという場合，胎児の

取扱いも含めて，問題となるのは，受益者となる者が，子や孫といった

クラスないし集団で指定されている場合である。その場合に，個人を基

準として判断をするのか，それともクラスないし集団を基準とするの

か，また，クラスないし集団を基準とする場合， 年経過時点で 人で

も現存していればよいと考えるのか，それとも，現存の要件をみたさな

い者がある以上はそのクラスないし集団自体が対象とならないと考える

のか，である。たとえば，基本事例を修正して，孫が収益受益者として

指定されていた場合を考えると，その場合において， 年経過時に，

は死亡しており，子世代では はいずれも生存し 孫世代では

と は生まれていたが， と は，生まれていなかった，ただし，

子 のすべてが死亡する前に と は生まれていたという場合， の

死亡により，次の収益受益者となるのは， 年経過時点で現存していた

と に限られるのか，孫というクラスに現存者がいる以上， の死

亡による受益権取得の時点までに生まれていた と も加わるのか

（さらには，このクラスないし集団は，その時点で閉じると解するべき

か），それとも，孫 に 年経過時に現存しない者を含む以上はそのク

ラスないし集団全体が確定しないため と を含め孫 の受益権取得

は否定されることになるのか，である。

胎児の取扱いは，これに組み合わさって登場しうる問題である。たと

えば，直前の事例において， は 年の時点では胎児であった場合で

ある。 年経過時の現存者を個人単位で判断し，かつ，胎児を含まない

とすると， と とのみが受益者となるという帰結となる。胎児の取

扱いをめぐっては 出生の時期による差異についての不公平感 のとら

え方が つの鍵であるが，このようにクラスないし集団での受益者の指

定の場合には，その要素が先鋭に立ち現れることになる。

に関連する事項にはまた，元本受益者あるいは残余財産受益者

の扱いの問題（前記 参照）がある。後継ぎ遺贈型の受益者連続の定

めによる受益権の取得は，当初信託行為による信託設定のもとでのいわ
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ば原始取得であって，先次の受益者から後次の受益者への承継取得では

ない
（ ）

。先次の受益者の受益権の内容と後次の受益者の受益権の内容とが

同一である必要もない。これに対し，元本受益者（残余財産受益者）の

場合には，そもそも，その受益権の取得は収益受益者の受益権の終了に

係らしめられてはいない。元本受益者は，それと指定された者が存在す

ることですでに受益権を取得しているのであり，収益受益者の権利の終

了は， 元本 残余財産 の存否および範囲に影響するにすぎず，それ

は元本受益者の受益権の取得そのものではなく，受益権（ないしは受益

債権）の給付の内容（ひいては存否）の問題にすぎない
（ ）

。このような元

本受益者（残余財産受益者）の受益権の理解からは，基本事例における

元本受益者（残余財産受益者）である については，その出生によって

受益権を取得することになる。問題は， 条がこのような についても

制約を及ぼすのかどうか，具体的には， において， 年経過時点での

現存を要求する場合，元本受益者についてもそれは及ぶのか，また，

において， 年経過後の最初の受益者に限定する場合，元本受益者は別

とはならないのか，である。たとえば，基本事例において， 年経過時

点で，すでに は死亡して が収益を受益しており，その時点で，子

は現存していたが，孫 はいずれも生まれておらず，信託がされた時か

ら 年後に が死亡したという場合， 年経過時の現存を元本受益者で

ある にも及ぼすならば， は の死亡前に生まれていたとしても受益

権を取得しないことになる（これに対し，元本受益者は 条の対象とす

る 受益者連続 の定めの外にあるため 年経過時の現存の要件は何ら

妥当しないとするならば， は の死亡時期がどうあれ少なくとも の

死亡時までに生まれていれば受益権を取得することになる）。また，

年経過後 回の受益権の取得に限る・最初の受益者に限るという限定が

元本受益者にも及ぶとなれば， が が死亡するまでにすでに死亡して

いたときは が受益権を取得するのに対し，そうでないときは が受益

権を取得して の死亡または の受益権の終了をもって信託は効力を失

い， は受益権を取得しないことになる（ が の死亡後に生まれた場

合には特にそうであろう）。いずれの場合も， の受益権取得の否定
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は，元本受益者の受益権取得に関する上記の理解を超えて， 条の趣旨

から政策的に受益権の取得を限定するという意味合いをもつことになる。

以上のような個別の解釈問題の解決には， 条がどのような趣旨

で規定されたのかが，有用な指針となる。これが 要件 効果 と並

ぶ第 の問題である。

立案担当者の解説をみると，前述のとおり，第 に，本条が後継ぎ遺

贈型の受益者連続型信託の規定であることが明示されている。第 に，

本条が置かれたのは，民法上の後継ぎ遺贈の効力を受けて，それに類す

る効果・目的・機能を有する信託についてその効力をめぐって両論があ

り，法律関係の明確化が必要であったことに対処するという問題意識に

出たものであったことが，明らかにされている。しかし，第 に，後継

ぎ遺贈の問題点の つに，民法上許容されない 期限付き所有権 の創

設の問題があることが指摘され，かつ，その問題については，受益権で

あることによって，解決されることが示されている。第 に，後継ぎ遺

贈の問題点の つである相続法との関係では，遺留分制度の潜脱の問題

が指摘され，かつ，この問題については，信託によっても，遺留分制度

を潜脱できないことは当然であることが確認されている。つまり，第

の期限付き所有権の問題，第 の遺留分の問題に具体化された，所有権

制度や相続法秩序との相克は， 条を待つまでもなく解消されているわ

けである。第 に， 条によって対処しようとした考慮は，後継ぎ遺贈

型の受益者連続型の信託が， 定型的・類型的に，信託の存続期間や受

益者が存在しない期間
（ ）

が長期に及び得ることに鑑みれば，一定の合理的

な期間制限に関する規定を設けることが相当である という考慮なので

あり，その期間制限のあり方が本条であったことが明らかにされてい

る。そして，第 に，この期間設定については，個人の財産処分・財産

設計の自由と，時代に応じた有効な財産の利用の阻害や先々の世代の人

の財産や生き方への干渉とのバランスの観点から，委託者がその孫の世

代まで受益者として配慮することを可能とし，信託自体の期間が 年

程度にとどめるという 調整点 を達成する手法として， 条の定め方

が採用された
（ ）

ことが示されている。
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以上の解説からは， 条が取り組んだ懸念は，非常に長期にわたる信

託への懸念であって
（ ）

，そうだとすれば，この懸念からは，死亡により順

次受益権を取得する場合というのは限定的にすぎることになる。それど

ころか，果たして，後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託に限定される事項

であるのかについても疑問が生じる。むしろ，そこで取り組まれている

のは，家族の信託の場合の，信託存続期間一般に通ずる問題であり，そ

れを世代としては孫の世代程度，期間としては 年程度にとどめると

いう政策判断の実現という様相すら見えてくる。

他方で， 条の解釈上の個別問題である受益者の範囲に関しては，

条の主眼は，孫の世代まで，存続期間が全体として 年程度という

相場感 の達成にあるということだとすると，それは，前述の解釈問

題（前記 以下）に対する一義的な指針とはならないことになる。

たとえば，立案担当者解説では， 年を経過した時以後においては，

先順位の受益者の死亡による後順位の受益者の受益権の取得は 回限り

しか認められ ず， 年を経過した時に現に存する受益者であればす

べて受益権を取得することができる ことにはならない（できるという

考え方を本条は否定している）ことが示されている
（ ）

。しかし， 年経過

時点で現存している受益者であれば受益権を取得できるという見解に

よっても， 年経過時点で現存する者のうち最後に死亡する者の死亡の

時点を超えて信託が存続することにはならないから，この見解によって

も，信託の存続期間は，最大 年前後になる。 年経過時点で最も若

い（将来の）受益者として想定されるのは生まれたばかりの者であり，

通常は， 年経過時点で現存する受益者のうち最後に死亡する受益者と

想定されるから，平均寿命に照らすとそこから 年程度が最大限であ

り，ちょうど 年の経過時点で出生したという場合であっても， 年

程度となるからである。したがって， 条の眼目が， 一定の合理的な

期間制限に関する規定を設ける 点にあり， 一定の合理的な期間 が

全体の有効期間としては 年程度にとどまるのが相当であろう とい

うことからは，この見解──それは，要綱の表現に適合的な考え方でも

ある──を排除することにはならないはずである。
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委託者がその孫の世代までは配慮する すなわち，受益者とする

という考慮についても， 年の経過時点で現存する受益者に限定するこ

とが，委託者からみてどの世代まで配慮できるかを具体的に決すること

になるのであり， 年経過以後は 回限りという限定を付すことが，た

とえばひ孫の世代を排除することにはつながらない。たとえば，基本事

例を修正し，収益の受益権を孫 ，孫 が死亡したときはその子であ

り，委託者 からはひ孫となる が取得するという定めを設けた場合に

おいて， 年経過時点で が誕生していたときは， ， ， の状況い

かんでは， 年経過以後は 回限り というもとでもその最初の受益

権取得者が となる可能性は排除されない。そもそも問われるべきは，

委託者がその孫の世代までは配慮する という考え方の基礎である。

それが， 委託者が現に知りうる世代まで配慮する という点にあるの

であれば，委託者が生存中にひ孫が存在することもありうることを考え

れば，一概に孫の世代までに限定する理由はない。 孫の世代 ， 年

程度 といういずれの 指標 も， その程度 という幅のあるもの

で，一種の 相場感 であるならば，そこからの多少のずれの存在可能

性は，特定の見解を排除する理由とはならない。

立案担当者解説において， 年を経過した時以後においては，先順

位の受益者の死亡による後順位の受益者の受益権の取得は 回限りしか

認められ ず， 年を経過した時に現に存する受益者であればすべて

受益権を取得することができる ことにはならないとされた理由付けと

して挙げられているのは， ある時点までに出生していたか否かで権利

の帰趨が決まるという立法は法制上望ましくないという判断 である

が，しかし，この点は， 年経過時点で現に存する受益者に限定すると

いう考え方をとる限りにおいては，その時点までに出生していたか否か

が権利の帰趨を決する点では同様であって， 年を経過した時以後に

おいては，先順位の受益者の死亡による後順位の受益者の受益権の取得

は 回限りしか認められない としてさらに限定を付したからといっ

て，貫徹できるわけではない。また， 年経過時点での現存を要求しな

いとし， 年経過以後の受益権取得を 回に限定するという考え方によ
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るとしても，先次の受益者の死亡の時点での後次の受益者の現存を要求

する限り，不確定ながらその時点での出生の有無が受益権の帰趨を決め

ることになる。

以上をひとことで言えば，信託法 条については，その適用にお

いて，特に，第 に，死亡による受益権の取得という要件について，若

干の曖昧さと，何よりそれが限定的にすぎるのではないかという疑問が

あり，第 に，信託の終了をもたらす最終の受益権がどれかという許容

される受益権の取得の範囲の曖昧さがあり，第 に，それらを解決する

指針となるはずの同条の趣旨そのものが不明瞭である，という問題点が

ある。

（ ） 問題の設定と取組みの方法

本稿は，これらの問題（前記 ）を扱う。

なお，信託法 条が想定する後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託の法律

関係という観点からは，理論的にも，何より実務的にも，重要な問題

は，遺留分の問題である。この問題は，遺留分の潜脱は許されない，あ

るいは，後継ぎ遺贈型受益者連続型信託も遺留分制度の対象となる処分

行為であるということが確認されたまま，その解決は，民法の解釈に委

ねられた
（ ）

。遺留分制度との関係については，生前信託の場合に基礎財産

から除外されるものがありうるか，遺留分減殺請求の相手方，減殺の対

象行為，各受益者の権利（受益権）評価・遺留分算定のための評価方

法，受益者を相手方とする場合・受益権を対象とする場合の未存在の受

益者の取扱い，減殺請求が行使された場合の信託の内容・信託事務処理

への影響，等の問題がある。これらの解決は，信託法 条が想定する信

託類型をどのようなものととらえるかという点では，信託法の問題であ

るが，民法の解釈に委ねるという形で，信託法 条の外に置かれた問題

である。その重要性を意識しつつも
（ ）

，本稿では，信託法 条の適用問題

に絞って検討したい。

これらの問題の検討にあたって，本稿では，アメリカにおける永久拘

束禁止則の展開に目を向ける。これは，第 に，立案担当者による 条
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の解説において，類似の制度として，永久拘束禁止則が掲げられている

ように
（ ）

，立法段階においてまさに 類似の制度 としてこれが意識され

ていたこと，第 に，旧法の段階から，信託の存続期間の問題について

しばしば英米法における永久拘束禁止則が言及されていたこと，第

に，アメリカでは，永久拘束禁止則を廃止する動きが近時顕著であり，

半数に近い州ですでにこれを廃止し，永続信託を認めるにいたってお

り，上記の日本法における参照に照らし，その動きに無関心ではいられ

ないと考えられるためである。

アメリカ法における永久拘束禁止則の展開
（ ）

（ ） 永久拘束禁止則の伝統的定式

永久拘束禁止則の定式の生成・確立

永久拘束禁止則（ ）とは，将来発生する権利

について，そのような将来の権利の創設・設定がどの範囲で認められる

かを問題とするものであり，将来発生する権利の創設・設定について

は， 一定期間 を経過するまでにその取得が確定するように設定され

ることを要し，そうでない将来権の創設・設定を無効とするものである。

このルール自体は，イギリス（イングランド）で相当な期間を経て生

成・展開し，それがアメリカに導入された
（ ）

。

このルールの起源とされるのは， 年のノーフォーク公爵の事件で

ある
（ ）

。当該事件において，ノッティンガム大法官は，将来の権利が確定

する期間を問題とし， 人の生命の終了までの間にその帰属が確定する

ものであるならば，それは有効であるとし，問題となった受益者の利益

（ ）は， 人の生存期間において確定するものであって，永久権

には該当しないとした。この判断の基礎には，障害のある長子をもった

土地所有者の合理的なエステイト・プランニングを保護すべきであると

いう実質的政策判断がある，と指摘されている。

ノーフォーク公爵の事件では，将来の権利の帰属が確定する一定期間

について，何年という画定した期間ではなく，ある 人の生命・生存期
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間を基準として，土地の拘束が認められたのであったが，その期間がそ

れにとどまるとはされておらず，その限界は明らかにされていなかっ

た。その後の判例は，この期間を緩やかに解する方向・拡大する方向で

展開した。すなわち， 人ではなく相当数の複数の生命を問題とし，ま

た合理的に追及可能であれば何人の生命であっても基準とすることがで

きるとし，また，それに加えて，成人するまでの期間を追加し，さらに

それに胎児の期間が加わった。このような 年間にわたる展開を経て，

一定期間 については， 合理的な数の，設定・創設時における生存者

の生存期間プラス 年および現実の懐胎期間 として定式化された
（ ）

。

アメリカに導入されたこのルールは，その導入の経路も内容も州に

よってばらつきがあるものの，一般に，次のように定式化されている
（ ）

。

ある権利は，その設定のときの生存者の余命に 年を加算した期間の

満了までに帰属・取得が確定するよう設定されない限り，無効である 。

永久拘束禁止則の特色

永久拘束禁止則の特色として，次の諸点を指摘することができる。

第 に，それは， はるかな利益の設定 に対する制約の一般原理で

あり，財産法の一般則であって，信託に固有の法理ではない。もっと

も，その利用の形態から，中心的な場面は信託の場面ではある
（ ）（ ）

。

第 に，それは，将来の受益権の設定の効力を問題とするものであっ

て，信託の存続期間そのものを問題とするというものではない。とはい

え，将来の受益権の設定が無効とされ，その限りでもはや受益者のない

信託となって，それにより信託の終了もたらすから，その実質において

信託の存続期間についての規律ということになる。（この点で，信託法

条と規律の構造が類似している。）

第 に その起源となった事案は 土地・不動産の事案であり，当初想

定されていたのは不動産の場合であった。その後，財産の形態が不動産

から各種の金融商品へと移るのに伴ない，──財産の種類の変化がルー

ルの理由付けについて懐疑を生じさせつつも──永久拘束禁止則は，基

本的にそれらの非不動産を財産とする場合にも，同様に適用されている。

第 に，将来の受益権の設定の有効性を判断する 一定期間 は，何
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十年といった確定した年数ではなく，人の生存期間を軸とした基準と

なっている。これは，歴史的には，その出発点において， 人の生存

期間 が基準とされたことにより，さらに， 人ではなく複数の者を基

準とすることができ，さらに，成人となるまでの間として 年が加算さ

れ，さらに，胎児であった場合にその懐胎期間が加算されるという積み

重ねによって，形成されたものである。

このように，人の生存期間という不確定な期間を基準とすることの基

礎付けは，委託者（設定者・財産の処分者）が適切な判断を行うものと

想定される範囲はどこまでかという観点から，処分者が具体的にその者

を知り，そのニーズを判断できる範囲までを画するものとして，処分時

における生存者の生存期間が基準とされている，と説明される。すなわ

ち，父親が賢明に評価できるのは家族の生存しているメンバーの能力で

あるから，これらのメンバーについては父親が十分な情報に基づいて為

し，証書に示された父親の判断に効力が与えられる。したがって，父親

が支配を及ぼすことが許されるのは，当該判断がされた時点において生

存している者の能力とニーズについて理解をし，情報を得た判断である

限りにおいて，ということになる。換言すれば，委託者が現に知りうる

人および事象の領域に関しては，委託者の方が，法が定める処分よりも

適切な処分をなしうるであろうという想定のもとに，その愛情と判断に

信頼を置くが，そうでない領域については，自然の情愛は及ばないし，

最も賢明な判断でさえ情勢によって適切ではなくなる。裁判所は， 個

人的に知っている家族のメンバー全員およびその次の最初の世代が成年

に達するまで について処分権能を認めることで，バランスを図ってお

り，後者の観点から， 年という期間が付加されている，と説明され

る。ここでは， 法による処分に対し所有者による家族のための処分の

方が適切な処分となることが信頼できる（通常一般的な）範囲はどこま

でか という観点から，基準期間が設定されている。

しかし，判例の展開の中で，成人するまでを想定した 年という期間

の起算点となる，基準となる生存期間（ ）は，家族のメン

バーである必要はないとされ，イギリスでは王族を，アメリカでは，
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（設定者や遺言者と無関係の）長命で有名な一族のうち 人の健康な赤

ん坊を基準として選択することもできるとされた。また，具体的な存続

期間についても，それにより，このルールのもとで，信託は 年程度

の存続も可能となる。

技術的な諸点について，第 に，一定期間を画する 生存する・現存

する者の生存・現存 の基準時は，一般には信託行為の発効の時であ

る。遺言によるときは，遺言者の死亡時となる。生前信託（撤回不能

型）によるときは，信託発効時となる
（ ）

。

第 に， 一定期間 は，受益権の設定の効力を測るための期間であ

り，信託の期間を画するものではない。また，受益権の場合，問題とな

るのは，受益権自体の取得であって，それによる給付ではない。たとえ

ば， が， 収益を の生存中は に， の死亡後は の子供たち

に， が死亡したときは，元本を に支払う 内容の信託を設定し，信

託設定時に には子供はなかったとする。この場合， の生涯権はすで

に設定時に確定している。 の子供たち の生涯権は， の死亡時に

は，確定する（ に子供ができたときは は の死亡により権利を取得

し， が子供なくして死亡したときは の死亡により権利は失効するた

め，基準期間内にその取得・失効が確定する）。一方， の残余権は，

設定時に確定している。したがって，当該処分によって設定された権利

（利益）はすべて有効である。たとえ， に後に子供が生まれ，その子

供 が死亡して に元本が交付されるのが，設定時の生存者プラス 年

をはるかに超えてもかまわない。それによって，受益権の定めや信託が

無効になることはない。

第 に，受益権の設定の効力は，信託の設定時において判断される。

問題となるのは，将来の権利が，一定期間内に，その取得が確定するか

どうかであり，条件付の権利であれば条件の成就・不成就が決定するか

どうかであって，当該期間を超えてなお不確定となる可能性があるとき

は，当該権利の設定は無効とされる。（ノーフォーク公の事件における

チャールズの受益権の例がそうであり，それは， 人の生存期間内に取

得されたために有効だというのではなく，その期間内に成否が確定する
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ためにそのような設定が有効とされる。）

第 に，永久拘束禁止則該当性の判断は，論理的な証明の原則によ

る。それは，基準期間内に権利が確定するか，失効するかが明らかでな

い，条件付の将来権は当初から無効である，とするものである。

第 に，受益権の取得については，死亡を契機とする取得に限られる

ものではなく，たとえば婚姻による受益権取得なども，その対象とな

る。さらには，受益者連続型信託であることも必須ではない。もっと

も，問題となる局面は，世代間の財産承継の場面であることが少なくな

い。とりわけ，税制との関係での利用の場合は，そうである。

第 に，受益権の設定が，特定のクラスの者の受益権として定められ

る場合，その効力は，個人単位ではなく，クラス単位で判断される。た

とえば， 孫たち が受益権を取得するという定めの場合， 孫たち と

いうクラスがそれ以上の追加のない閉じたものであれば特別の問題は生

じないが，そうでない場合，その中に，基準となる一定期間内にその取

得が確定する者がいたとしても，そうでない者がある可能性があるとき

は， 孫たち というクラス全体の受益権の定めが効力を否定される。

集団が受益するときには，その集団についてはすべてのメンバーについ

て無効となるという規律である（ 全部原則（ ））
（ ）

。

第 に，永久拘束禁止則は，権利者指名権（ ）

の行使によって得られる利益にも及ぶ
（ ）

。

永久拘束禁止則の目的

このような永久拘束禁止則は何を狙いとしているのか。その基本的な

目的とされるのは，次の 点である。

第 は，財産の市場性を確保し，市場のニーズに応じた生産的な展開

を可能にすることであり，第 は， 死者の手 による支配を制限し，

現在の所有者が現在のニーズに応じた財産の活用を図れるようにするこ

とである。第 は，所有権をいつまでも断片化することを防止すること

を，第 は，一定期間の経過と状況の変化に伴い，家族のメンバーを不

利で望ましくないアレンジメントに拘束し，生存している者が現在の要

請に対応できないようにするような将来の利益（権利）設定を防止する
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ことを，それぞれ狙いとしている
（ ）

。

これらの狙いの実現手段として，永久拘束禁止則は，過不足はあるも

のの
（ ）

，おおむね， 異常に長期間にわたり，財産を拘束することを実効

的に防止している と評されている。

（ ） 永久拘束禁止則の見直し

伝統的な永久拘束禁止則は，いまやアメリカでは維持されていない
（ ）

。

当初の永久拘束禁止則の導入以来，何ら改正・変更がされていないの

は，アラバマ州 州のみであり，それ以外の州では多かれ少なかれその

見直しが行われている
（ ）

。

見直しが要請されたのは，厳格な適用が不合理な結果を生じること
（ ）

，

ルールが複雑で実務的に過誤が多いこと，そのために救済条項も開発さ

れ
（ ）

，それによってすでに信託の存続期間に関して 年程度の存続が可

能となっていたこと，などの事情による。

永久拘束禁止則は，信託行為（等）の処分の段階で，将来の権利の設

定の効力を問題とするものであった。その見直しは，むしろ事後的に実

際の経過を待って，それを決するという方向で行われた。それは， 形

勢観望則 と 確定期間 の組み合わせで行われ，第 次財産法リステ

イトメントを経て，永久拘束禁止に関する統一制定法（

）（ ）に結実した。

形勢観望則とは，処分時点での可能性ではなく，実際に基準期間の満

了・経過までに受益権の取得が生じるかどうかを問題とするというもの

である。その場合の基準期間としては，伝統的な人の生命を問題とする

考え方と，確定年数を問題とする考え方があり（実際の州でも分かれて

いる。），第 次財産法リステイトメントは， 人の生命 を基準とした

うえで，基準となる人をリスト化し，これを強行規定としたが，奏功し

なかった。これを踏まえて，統一法（ ）は，確定年数を待機期

間（ ）として採用し，それを 年としている。基準とな

る人の死亡を逐一追跡確認するよりも，確定した年数で決する方が簡明

であり，その簡明さが重視されたことによる。（これによって，基準期
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間が有していた，委託者・設定者が知っている者かどうかという観点か

ら受益者・受益権を画し，委託者・設定者の判断と法の判断との分水嶺

を設ける，という発想は，正面には出なくなった。）

統一法の採用した 年という期間は， 伝統的に形勢観望原則によっ

て許容される平均的期間を算出する という観点から，決定したもので

ある，と説明されている
（ ）（ ）

。

統一法のもとでは，コモンロー上の永久拘束禁止則上有効なものは有

効であり，さらに，伝統的なルールによると確定しない可能性のあるも

のについては，実際に 年間に確定するかどうかをみる。 年間の待機

期間中に生じる権利取得は有効である。有効な権利取得かどうかの判断

は， 年待って行う。（いずれにもあてはまらず， 年の満了時に，未

確定である権益は，裁判所の改定（ ）の対象となる。その

場合，設定者──すでに何年も，何十年も前に死亡している──の意図

を実現するよう改定が行われる。）また， 年は権利取得の期間である

から，それで信託が打ち切りとなるのではなく，信託の存続期間はそれ

より長くなる。

なお，統一法はあくまでモデル法であるが，そのルールの簡明さから

かなりの州が導入をしている
（ ）

。

（ ） 永久拘束禁止則の廃止──永続信託（
（ ）

）

永続信託の許容

永久拘束禁止則の見直しは，永久拘束禁止則を維持することを基本と

したうえでの内容の見直しであったが，その結果，実質的には，永久拘

束禁止則の意義は薄められ， 過去の遺物 であるという指摘もある。

ここから，永久拘束禁止則の廃止までは，わずかな距離しかないように

も見える。

しかし，そのような永久拘束禁止則の廃止の動きは， 年の連邦世

代飛び越し移転課税（ 税）の導

入以前にはみられなかった。厳密には， 年より前に，アイダホ，サ

ウスダコタ，ウィスコンシンの 州は，永続信託を認めていたが，実際
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の信託設定の例はほとんどないとされており，他の州で同様に永久拘束

禁止則を廃止するような動きはなかった。

これに対し，現在は，半数に近い州が永続信託を認めている。これ

は，連邦 税が， 万ドルの非課税枠・基礎控除枠を認めており，

にわかに 永続信託が魅力的なエステイト プランニングとして浮上した

という事情と 信託ビジネスをめぐっての州の競争という事情とによる。

すなわち， 年の連邦 税は，それ以前の，生涯権は遺産税

（相続税）の対象とならず，生涯権の形の受益権を連続させていくと，

信託が終了するまで遺産税がかからないという 抜け穴 をふさぐため

に導入された。生涯権の形で収益受益者としていく場合，委託者 か

ら，子，次に孫と順次，死亡を契機として受益権取得が生じる場合，

の死亡の時点で遺産税はかかるが，子の死亡の時点では遺産税はかから

ない。これに対し，子の死亡によって，収益（財産）はその次の世代に

わたるから，委託者 から孫への移転として，世代飛び越し移転がある

として扱われ， 税がかかる。 税の税率は最高税率である

（ 年で パーセント）。信託財産全体（基礎控除をした後の財産全

体）に対して，この税率で課税がされる。これには非課税枠（基礎控除

枠）があり， 年の時点で 万ドル，それがインフレ調整を経て，

最終的に， 年には 万ドルとなる。さらに，婚姻により，夫婦で

設定する場合は，その倍額である。この非課税枠の元本については，信

託が終了するまで，遺産税も 税もかからない。したがって，信託

が存続する限り，これらの税を免れることになる。

なお，永続信託の許容の仕方は，州によって様々である。その対象や

要件に関しては，不動産を除外するものや，信託行為に定めがあること

を要求するオプト・イン型とするもの，受託者に信託財産の処分権限が

付与されることを要求するもの，信託の存続期間の最長を制定法で規定

しそれを 年とするものなど，がある。

永続信託の許容の背景事情──永久拘束禁止則に対する政策判断

永続信託の許容，つまり永久拘束禁止則の廃止は，永久拘束禁止則の

有する意義，利点，根拠に対し十分な考察を経たうえでの，それらに対
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する否定的態度を基礎とするわけではない，というのが一般的な指摘で

ある。むしろ，それらについての十分な考察なく， 税の導入と競

争的信託市場によって，次々と同原則を廃止することにつながったとい

う。永続信託の制度とその利用は，何より連邦税制を契機とするもので

あって──しかも， 年の 税制は，州法レベルで永久拘束禁止

則の存在により信託期間が限定されることを前提としていた，と言われ

る──永久拘束禁止則の基礎となっていた， 死者の手 に対する制限

を要するという政策判断自体が，否定されたわけではない。また，永続

信託の利用は，富裕層の節税を目的としているのであり，当事者は遠い

世代の子孫に対するコントロールを欲しているわけではないという指摘

もある
（ ）

。

これに対し，点火剤は 税であったが，そのための火種は存在し

ていたという指摘もある。その火種としてあげられているのは， 現

に，財産を有する者は，死後の財産拘束を多分に望んでいるという事

情， 贈与者の贈与権限を重視し，その反面において受贈者の利益や受

贈者の所有権者としての権能を軽視するという一般的な傾向が伝統的に

アメリカには認められ，一種の法文化であるという事情， すでに現代

化された永久拘束禁止則，統一法自体が， 年という待機期間を設けて

おり，州によっては， 年， 年とした州もあるなど，これらの永

久拘束禁止則の見直しによって， 年がよいのであれば， 年，

年，いっそ永久でも支障はないという，思考をもたらす素地が形成され

たという事情， エステイト・プランニングのビジネス化・商業化な

ど，である
（ ）

。

（ ） 永久拘束禁止則の有する意義についての再評価

永続信託の登場と隆盛の背景事情のとらえ方にはニュアンスの違いが

あるものの，永続信託の隆盛は，永久拘束禁止則の利点や根拠に対して

改めて考察する必要性と，すでに永久拘束禁止則が廃止された段階で，

永久拘束禁止則の基礎にあった政策判断にいかに対応するか，その代替

方法の検討へと，目を向けさせることになった。
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永久拘束禁止則がどのような意義を有していたか，その根拠について

の再考──それは永続信託の許容に対する問題点の指摘の半面である

──の中で指摘されている事項に，次の 点がある。第 に，譲渡性・

市場性の問題，第 に，第一世代による独占の問題，第 に，長期の存

続と予期せぬ事情の変更の問題である。

第 の譲渡性・市場性を損ねるという問題は，現在のアメリカでは，

世代にわたる承継の対象となる財産はその大半が不動産以外の財産（人

的財産）である。そのような財産については，受託者にその処分権能が

与えられるのが通常であり，信託の設定が，財産の譲渡性・市場性を損

ねる事態をもたらすわけではない。少なくとも，この懸念は，信託証書

の起草次第で十分に解消できるとされている。

第 の，第 世代つまり委託者が将来の世代まで縛る形で，財産処分

を独占する（将来の世代には処分の自由は与えられない）という問題は

現存し，その評価は多様である
（ ）

。税制や行政的な規制による対応を主張

する見解もある
（ ）

。

第 の，長期にわたる存続に伴う不確実性の問題，すなわち，事情変

更（客観情勢，受託者，その能力や事務処理等）により受益者の福利が

損なわれ，経済的な無駄へとつながる危険については，信託法の規律に

よる代替手法が説かれている。すなわち，永久拘束禁止則は，不確定で

はあるものの一定の期間の経過により，信託を終了させ，財産を分配す

ることを強制する機能を営んでおり，それは，長期にわたり存続するこ

とに伴う各種の事情の変更がもたらす硬直性・非経済性の問題を緩和

し，削減する意義を有していた。永久拘束禁止則の廃止は，永久拘束禁

止則が営んでいたこの機能を，事情変更への機動的な対応を可能にする

他の規律が，代替することを要請する。そのような規律となるのは，信

託の終了・変更の規律，機動的な受託者の選任等の規律，膨大な数とな

る受益者の変更（集団ごとの別の信託の設定）を可能とする信託の分割

の規律などである。そして，たとえば，近時の信託法のモデル法である

統一信託法典は，柔軟な信託の変更・終了，機動的な受託者の選任，信

託の分割等の規律を設けている
（ ）

。
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信託法 条の解釈問題の検討

（ ） 信託法 条の特色

信託法 条の規律の特色

アメリカ法における永久拘束禁止則と対比することによって，まず，

信託法 条の特色を明らかにしよう。

第 に，永久拘束禁止則は，将来の権利の設定の範囲を画する原則で

あり，信託に必ずしも限定されず，また受益者連続にのみ適用されるわ

けではないが，代表例は，家族の財産承継において，死亡によって順次

受益権の取得が生じる受益者連続型の信託である。これはまさに，信託

法 条が定める 後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託 類型であり，同条

は，永久拘束禁止則で問題とされる，最も代表的な場面についての規律

であると言ってよい。

第 に，受益者・受益権の範囲の画し方について，人の生命という不

確定な基準ではなく， 年という確定した期間を，信託法 条は採用し

ている。また，その期間は，それまでに現存すること，あるいは，最後

となる次の受益者を定めることという解釈の幅はあるものの，設定時に

おいてその間に受益権の帰趨が確定するかを問題とするものではなく，

実際にその期間の経過を待って判断するというものである。これは，確

定した期間による形勢観望という立場を採用するものであり，第 次財

産法リステイトメントや統一法が採用した現代化された永久拘束禁止則

の行き方と共通する。

第 に，とはいえ，永久拘束禁止則は，この期間内の受益権の取得を

問題とするのに対し， 条の 年の期間は，その期間内の受益権の取得

を要求するものではなく，受益者の現存の時的基準ないしは最後の受益

権となる時的基準を設けるものである
（ ）

。

第 に，永久拘束禁止則の期間は，信託存続期間ではなく，それまで

に受益権が取得される期間であるから， 年の経過によって直ちに信託

が終了するわけではなく，その時点で取得されていた受益権が消滅する

まで信託は存続する。その意味で，最後の受益権を決する基準であり，
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また，信託自体の存続期間は，おおむね 年程度（せいぜい 年）で

あるという。信託法 条は，画し方こそ違うものの，想定する信託の存

続期間は 年程度を最長とするというものであり，合理的な期間につ

いての判断は，──永久拘束禁止則による場合の方が相対的により長期

を許容する結果になることが多いであろうが，それでも想定されている

のは， 年（超）程度であり
（ ）

──おおむねというレベルではあるが，

両者に共通している。

第 に，そのような判断を支える実質論も，両者に共通のものであ

る。そこでは，世代を超えた財産の承継という局面において，委託者の

財産の処分の尊重と，それが次世代以降の者の財産の処分を拘束しそれ

を制約すること，ひいては，財産の譲渡性や市場性を損ねることとの調

整という観点から，どこまで，委託者の財産の処分，その意思が尊重さ

れるかを問うという姿勢が，ある。永久拘束禁止則においては，それへ

の回答が， 委託者の認識が及びうる世代まで（個別に知りうる者ま

で，それが通例である世代まで） という考え方が基礎にあった。信託

法 条については，必ずしも明示されているわけではないが，委託者の

配慮が及ぶ範囲として孫の世代程度とする立案担当者の解説は， 委託

者が，通常，現に認識しうる範囲，世代 を問題とし，その範囲では委

託者の判断を尊重するものと考えることで，いっそうの基盤を与えられ

るように思われる。

信託法 条の周辺──信託の変更・終了に関する規律の特色

アメリカでは永久拘束禁止則の現代化にもかかわらず，相当数の州

で，この原則が廃止され，永続信託が認められている。この動きは，税

制の非課税枠・基礎控除枠の活用という契機によってもたらされたもの

であったが，しかし，それとともに，永久拘束禁止則が狙いとした目

的，果たそうとした機能の実現のために，永久拘束禁止則による対応が

必然でも，あるいは，最良でもないという判断も，見てとれる。永久拘

束禁止則にとりわけ期待された， 死者の手 による財産処分への拘束

がもたらす不都合への対処としては，税法や行政的規制による代替手法

と並んで，信託法の中での他の仕組み，特に，信託の変更や終了の規律
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による対応が提唱されている。

このようなアメリカにおける展開は，信託法 条に関して，第 に，

信託法 条の意義の評価の問題を浮かび上がらせ，第 に，信託法 条

の評価において，信託法の全体の 建てつけ との関係に眼を向ける必

要を指摘することになる。

このうち，第 の，信託法 条の意義，その趣旨については，次項で

扱う。それに先立って，ここでは，第 の点に関して確認しておきた

い。それは，信託法 条そのものの特色ではないが，これに関わる，い

わば，その周辺としての，日本信託法の特徴である。着目するのは，委

託者の意図の尊重の度合い，特に，変更・終了の規律と，受益者の地

位，特に未存在・未確定の受益者の地位の 項目である
（ ）

。これらは，信

託の長期化への対応という側面を持つ。

まず，信託の変更・終了については，一般に，当事者の意思による変

更・終了が認められている。その 当事者 について，受益者の意思の

みによって可能とするイギリス法と，委託者の意思を尊重し，信託の主

要目的への適合を要求するアメリカ法との間に違いがあることは， コ

モンロー諸国の信託法を 分する問題 とされるほど，顕著な違いとし

て知られている
（ ）

。また，イギリス，アメリカ双方において，永久拘束禁

止則に期待される 死者の手 による拘束の限界付けの機能は，柔軟な

信託の変更・終了を可能とする規律によって代替可能であり，またむし

ろよりよく機能を果たしうることが指摘されている
（ ）

。日本法において

は，信託法は，信託の変更・終了において，受益者の意思のみによる変

更・終了を可能とせず，委託者の意思を尊重するアメリカ型を採用して

いる（信託の変更に関し，当事者の意思による変更については，委託者

が合意の当事者とされ（信託法 条 項），委託者の合意・同意が不要

とされるのは 信託の目的に反しないことが明らかであるとき であっ

て，委託者の設定した信託目的を委託者の同意なく受益者のみで，ある

いは受益者と受託者との間で変更することはできないこととされ（同

項・ 項），委託者が現存しないときにも受益者のみの意思による変更

や受益者と受託者との間の合意による変更は否定される（同 項）。信
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託の終了に関しても，当事者の意思による終了については，委託者が合

意の当事者とされ（信託法 条 項），また，委託者が現存しないとき

であっても受益者のみの意思による終了は否定されている（同

項）。）。委託者の意思の貫徹に比重を置くことによる，信託の活用可能

性を重視したものと言える。

次に，未存在・未確定の受益者の利益の代表の制度がある。永久拘束

禁止則の見直しや廃止に伴い，未存在・未確定の受益者が存在する可能

性が高まり，それらの者の権利行使や利益擁護の問題の発生の可能性が

高まることが指摘されている
（ ）

。出生前の子のように未存在の受益者の場

合，将来受益者ではあるが，未存在であり，もとより権利能力もないか

ら，その権利行使や利益擁護について，代理の一般制度によることはで

きない。アメリカ法では，このため，実質代表（

）の議論があり，統一信託法典では，そのための代表の制度が用意

された
（ ）

。日本法においても，従来から信託管理人の制度があり，現行法

でも維持されている（信託法 条以下）。

一見，日米で変わりはないようであるが，日本信託法のもとでは，信

託管理人を設けることができるのは，受益者が全く未存在の場合であっ

て，一部に未存在の受益者がいるにとどまる場合にはこれを置くことが

できない（信託法 条， 条， 条参照
（ ）

）。その利益は，強いてい

えば，現存する受益者によって代表されると考えられている。このよう

に，一部の未存在の受益者の場合には，固有の利益の代表者が用意され

ない。また，このような未存在の受益者は，たとえば，受益者への通知

や受益者の同意が問題になる局面において，通知先としての受益者や同

意権者としての受益者には，含まれないと解されている
（ ）

。これに対し，

アメリカ法では，状況は異なっており，統一信託法典が代表の制度を設

けた理由の つが，受益者への通知や受益者の同意の取付けが要請され

る場面において，未存在・未確定の受益者の存在が，実効的な信託の運

営に支障をきたすと考えられ，これに対処する必要があった点にあるこ

とに示されるように，未存在・未確定の受益者も，たとえば，合意によ

る信託の変更や終了においては合意がとりつけられるべき受益者の範疇
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に含まれるものとして構想されている。

日本法において，未存在の受益者が，通知先や同意権者として，顧慮

する必要のない存在とされていることは──受益者の利益擁護という面

からその適否は別途論じる余地がある──，信託の長期化に伴う問題へ

の対応としての，信託の変更や終了の規律において，特に受益者連続型

の信託の場合に，同意の主体を限定し，反射的に同意の取付けのコスト

を削減する意味をもつ。

（ ） 信託法 条の趣旨

以上（ ）を前提的考察として，改めて，信託法 条の趣旨について

検討したい。

まず，立案担当者の説明のとおり，同条が 後継ぎ遺贈型の受益者連

続型信託 について，有効性の確認，セーフ・ハーバーの提供，限界の

明確化の 点を図ったものであるとすれば，本条が，それを必要とした

どのような問題に対処しようとしたのかである。

すでにみたように，立案担当者は，相続法秩序との関係と所有権概念

との関係をあげていた。そして，前者は，遺留分制度が適用されること

を確認することで民法の問題として処理されることになり，後者は，所

有権ではない，受益権という制度そのものによって，問題は回避される

とされていた。したがって，いずれの問題も，信託法 条が取り組むべ

き問題ではないという整理であった。しかし，相続法秩序との関係や所

有権概念との関係で，信託法 条はなお一定の意義を有しているように

思われる。ここでは，前者に関して遺留分制度以外の相続法秩序の問題

の存在を指摘し，後者に関して所有権概念の問題点が受益権という制度

によって回避されることの意味の確認を行いたい。

相続法秩序との関係

第 に，相続法秩序との関係では，議論のあった遺留分制度との関係

のほかに，後継ぎ遺贈型の受益者連続型の信託の場合には，相続法にお

ける 同時存在の原則 ，および 相続財産の構成ないし相続財産性

の 点でも，衝突を生じる可能性がある。
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同時存在の原則

同時存在の原則とは，被相続人と相続人とが同時に存在することを要

する原則である。後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託の場合，委託者の死

亡時に未存在の者であっても受益者として，比喩的にいえば 委託者か

ら 権利を取得しうる（ただし，受益権の取得は条件の付されたもので

ある）ため，この同時存在の原則に抵触する懸念が生じる。同時存在の

原則は，第 義的には，財産の承継の連続性を確保し，無主の財産を作

り出さないために要請される
（ ）

。この意義だけであるならば，信託は，受

託者を財産の主体とするため，無主の財産の作出という同時存在の原則

の懸念は当たらない。言い換えれば，そのままでは，未存在の者の権利

取得は実現できないところを，信託という制度，受益権という構成に

よって，所有者ではない者に所有者としての利益享受をもたらす仕組み

を，信託が用意していると言える。この限りでは，後継ぎ遺贈型の受益

者連続型の信託は，将来の未存在の者の権利取得を実効的なものとする

ために，同時存在の原則を満たすための仕組みであると言ってもよい。

このような財産主体の連続性の確保と並んで，同時存在の原則には，

第 次的に，それによって， 相続人 の範囲を限定し，財産承継の資

格者を限定する意義もある
（ ）

。遺言による相続人指定が認められていない

ように，相続人の範囲（外延）については，被相続人の意思は万能では

ない。包括遺贈等を用いることで拡大の余地はあるものの，未存在の者

についてまで承継者とすることは，無理であろう。また， 相続人 の

範囲の限定は，その間で均等処理や公平を図るべき主体の範囲の画定と

いう意味をもつ
（ ）

。信託は，これを可能とすることによって，同時存在の

原則が企図した（のかもしれない）承継者の範囲の限定を， 潜脱 し

うる仕組みを用意していることになる。

ただ，これらは，結局，民法・相続法で認められた承継主体の範囲外

の主体に，実質的に，財産を取得させることの問題であり，相続法が，

その間の公平を図る，相続人に対する，財産の保障に食い込むことにな

ることの問題であり，それは，遺留分が手当てする問題そのものであろ

う。かくして，同時存在の原則の第 次的な意義については，遺留分制
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度により対応がされることになる。その場合，将来の存在の不確定な主

体を加えることで，複雑な問題がもたらされることは確かである。特

に，未存在の受益者について，その権利評価，それを踏まえた遺留分算

定をどう行うかや，そのような者の期待権の取得について遺留分減殺の

行使方法といった問題が，浮上する。（しかし，それは，実は，受益者

連続型の信託にはとどまらない。未存在の者を受益者としうるという信

託の制度が，未存在の者に対する実質的な贈与を可能とする仕組みだか

らである。）

相続財産

相続財産の問題については，終期付受益権という構成によって，委託

者 の死亡段階での相続法によるスクリーニングを経た後は，信託の終

了まで，信託財産もその受益権も，相続財産・遺留分基礎算定財産から

の除外が行われることになる。これは，所有権を受益権に転換すること

によって，機能的には，信託が終了するまで，相続財産として，それぞ

れの法的人格の消滅つまり主体の死亡の段階で行われる相続法による処

理に服さない， 所有権 を作出することになる。そして，このこと

は，遺留分制度だけでは，対処ができない事項であろう
（ ）

。

そもそもを言えば，信託という制度は，後継ぎ遺贈型の受益者連続型

信託の場面にとどまらず，その実質において，未存在の主体に対する贈

与を可能とする，所有権を実効的に時間的に分解する，物権的救済の付

与される内容自由の権利を作出するなど，相続法の分野のみならず，大

陸法系の民法の，権利能力や，物権法秩序・物権法定主義，（等）の諸

原則との関係でも，それを回避する仕組みを提供するものである。 信

託とは何か という問いに対して， 所有者でない者に対して所有者で

あるのと同様の物権的救済を認める 法理であり，仕組みであるという

のが有力な見解であるが
（ ）

，それは，所有権の問題にとどまらないであろ

う。そしてまた，信託は，それを，形式において，民法の概念との調整

を図りつつ，実現する仕組みである。それが，信託の 妙味 でもあ

り， ぬえ的な性格 でもある。民法の諸原則の硬直性に対して，柔軟

な調整を可能にする制度として，信託は位置づけられる
（ ）

。
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ただ，そのような調整は，具体的なニーズや合理性を検証して，適合

的な範囲で・正当性が認められる範囲で，ある程度個別に，制度が設け

られるのが，通例であると考えられる。これに対し，信託は，汎用性の

ある制度として提供されている。このような信託制度の性質こそが あ

まりに長期にわたるのは望ましくない という判断の源であり，そのよ

うな性格ゆえにこそ，期間の限定が要請されていると考えることはでき

ないだろうか。

所有権概念との関係

第 に，所有権概念との関係では，期限付き所有権の問題がある。信

託には，信託財産から受益権へと財産を転換する機能があり，そのた

め，受益権という制度である限りにおいて 期限付き所有権 という批

判は当たらない，というのは，そのとおりであるが，その実質におい

て，所有権を時的に分解しているのだとすると，実質論での検討が必要

であろう。

実質的な問題としてあげられるのは，法律関係の不明確さ，財産の処

分の拘束・財産の市場性・譲渡性の諸点である
（ ）

。

法律関係の不明確さについては，受託者による所有権を基点とした信

託の諸種の仕組みが，この懸念を解消するものであることが指摘されて

いる。

また，財産の処分の拘束・財産の市場性の問題については，信託財産

が，動産や金融資産である限りは──そして，現在の信託は，多くの場

合，非不動産を信託財産とする──，それらは通常，信託財産の管理運

用の過程で処分がされるものであり，問題にならないというアメリカ法

における議論を指摘・確認しておきたい
（ ）

。

しかし，信託財産が不動産である場合や，動産等であっても委託者の

意思によって処分が禁じられる場合もある。これらへの対応は，信託法

のレベルでは，信託の終了や変更で担われることになる。緩やかに変更

や終了が認められるのであれば，財産拘束の問題もそれによって対応さ

れている，と言いうるだろう。しかし，現行信託法は，既に述べたよう

に，委託者の意思をこの場面でも尊重するという姿勢を採用しており，
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委託者の同意なく，信託目的に反する変更や終了は，裁判所による事情

変更の場合等でない限りは，許容されていない。また，委託者の意思の

尊重という姿勢は，信託行為の定めの扱い等，現行信託法を貫く基本的

な政策判断であるように思われる。そうだとすると，信託法が，少なく

とも，家族の信託において採用している委託者の意思の尊重と，セット

になる形で，次世代以降の財産処分の制約や財産拘束との調整におい

て，委託者の意思の尊重が優先する範囲の画定が定められることが要請

される。それに応えるのが，信託法 条であり，その 落としどころ

が， 年程度（ないし三世代程度）という全体の期間のイメージであ

ろう。

（ ） 信託法 条の適用上の解釈問題

以上の検討を基礎として，冒頭の信託法 条の適用上の解釈問題（前

記 参照）について，考えるところを述べたい。

要件，適用範囲

第 に，適用場面である。前述のように（ ），信託法 条による信

託の存続期間の設定は，民法の諸原則との実質的な抵触への配慮と，世

代にわたる個人の財産処分において，委託者の意思による長期の拘束に

対し限界付けをするという配慮とに出るものと解され， 受益者の死亡

により，当該受益者の有する受益権が消滅し，他の者が新たな受益権を

取得する旨の定め のある信託という要件は，この懸念の妥当する代表

例（立案担当者のいう，典型的・類型的場面）を定めるものであって，

その適用場面はこの場合に限られると解するべきではない。したがっ

て，死亡以外の事由と組み合わされていた場合にも，その適用ないし類

推適用を妨げないと解される。受益者指定権や変更権の行使との組み合

わせの場合も同様である（受益者指定権や変更権そのものについては特

別の考慮を要することについては，後述する）。併存する受益者の定め

も，適用を妨げる事情とはならない。その場合，受益者の受益権取得が

断続的になることも許容される。また，死亡を一切事由とせず，すべて

他の事由によって受益者連続の定めを置くことも考えられなくはない
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が，そのような事由の前に死亡が生じることは排除できないので，結

局，死亡を一切事由としないということは，現実的ではないだろう（た

だし，指定権のみ，変更権のみ，というのはありうる）。一般的にいえ

ば，実質的に，人の死亡を超えた財産承継が，受益者連続の形で行われ

る場合の信託には，同条の適用ないし類推適用があると考えるべきでは

ないだろうか。

効果，受益者の範囲

第 に， 年の期間経過については，受益者はその時点で現存するこ

とを要すると解される（前記 イエ）。そうでなければ， 年経

過の直前に幼児が受益権を取得して， 年程度生き，その死亡の時点で

の子孫のうち，また幼児── 年経過時には現存していない──が受益

権を取得するということが認められることになるが，この場合，信託

は， 年近い存続も可能となって──その世代も孫やひ孫を超えてい

くことになる──， 条の政策判断に合致しない。永久拘束禁止則に表

れていた，委託者が通常個別に知ることができる範囲において，委託者

による判断を優先させるという判断と，確定期間で区切ることによる明

確性への配慮とが， 条の基礎にもある考え方であると解され，そうで

あるならば，厳密な対応ではないものの，基準期間経過時点での現存を

要求するのが適合的であると考える。

年経過時点での現存を将来の受益権取得の要件とするという立場を

とった場合，その後認められる受益権の取得について，これを 回に限

ることに合理的な理由はないように思われる。立案担当者の解説は，信

託全体の存続期間のイメージ（ 年程度）と，一定時までの出生の有

無により権利取得の帰趨が左右されることの不当性とを理由とするが，

信託の存続期間については， 年時点での現存を要求する限り，次の受

益権取得をその時点の者に認めても，最大，最も若く長生きの受益者の

死亡まで（又は，それ以外の事由による消滅まで）であるから，信託期

間は，せいぜい 年程度となる。また，一定時までの出生の有無によ

り帰趨が左右されるのは， 年の時点での現存を要求することそのもの

によってもたらされることであり， 回限りという解釈でその問題が解
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決されるとは思えない（前記 参照）。逆に 年の時点での現存を

要しないという考え方によっても， 年経過以後の将来の受益者の間の

出生・死亡の前後によって誰が権利を取得するのかが左右されるのであ

り，生死の偶然性が帰趨に影響する点は除去できない。

むしろ， 年の時点で現存している受益者であれば，その受益者の範

囲においては，信託行為の定めに従った受益権取得を認めてよいのでは

ないか。これを支える考え方は，法制審でも出され，立案担当者解説で

も一部言及されている
（ ）

， 委託者が民法上できた処分の範囲 という考

え方である。もともと，委託者は，その死亡の時点で，胎児を含めて現

存する者に対しては，贈与等が可能である。これと並行的に考えるな

ら，委託者の死亡の時点を基準とした現存を問題にすることになる。し

かし，信託は，遺言によって設定でき，かつ，未存在の受益者を許容し

ていることからすると，委託者の死亡時を基準としてその時点で現存す

る主体に限定するのは，信託のこの構造と適合しない。信託の場合の受

益者という仕組みによって，民法上の死亡処分可能な範囲を拡大するの

が信託の仕組みであると解されるのであり（前記 参照），遺言や委託

者の死亡による効力発生の場合に未存在の受益者を許容することがで

き，かつ，特定の者の死亡といった不確定な事由ではなく確定期間を基

準とすることで安定性を確保でき，生前信託，特に生前に効力の発生す

る信託についても同じく適用できる，そのような基準として，信託がさ

れた時から 年という期間は設定されている，と考えたい（前記
イ）。 条の後半部分の 当該受益者 とは， 年経過時点で画され

るその受益者を指し， 当該受益権 とはそれによって画された範囲の

受益者により取得された受益権を指し，結果としては， 年経過時点で

画された受益者による受益権取得の最後のものが信託の存続期間を画す

ることになる，と解釈することは文理上可能であると考える。

なお， 条が扱うのは実質的に信託の存続期間の問題であり，全体と

して 年程度までを実現するための規律であるというその性格から，

信託がされた時 とは，信託の効力発生時を言うものと解される
（ ）

。

胎児の扱いについては，財産承継の問題であり，相続と実質において
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競合する場面であることから， 現に存する には，胎児を含むとする

のが適切であろう。確かに，胎児の場合には，一般に権利能力はなく，

相続 そのものの局面でもなく， 相続人 を問題としているわけで

も，遺贈そのものの問題でもないないため， 現存する主体 という概

念に胎児を含めて考えることには，解釈論上の困難が伴う。しかし，死

亡による財産承継という局面の実質，その場合に数日・数か月の出生の

時期の差による取扱いの差の不合理さは，この場合にも認められる。そ

して， 年経過時点は，あくまで，その後信託行為の定めに従って受益

権を取得しうる受益者の範囲を画定する基準であって， 年経過時点に

おいて権利の取得が生じるわけではなく，その意味で，権利能力が正面

から問題になるわけではない。これらの事情からすれば， 年経過時点

で 現存する 受益者には，胎児を含むものと解することは妨げられな

いであろう。

年経過時点以後の受益権の取得の範囲を， 年経過時点で現存する

受益者に限定するという考え方をとる場合── 年経過以後の受益権取

得は 回に限るという立場をとるかどうかにかかわらず──，クラスな

いし集団で指定された受益者の扱いにおいては，一定の例外を認めるべ

きであると考える。たとえば， 孫 というクラス・集団で受益者が指

定されている場合において，受益権の取得の時点で現存していた 孫

の中に 年経過時点で現存していた者とそうでない者とがいるとき，

孫 というクラス・集団の中での出生時点の違いによる権利取得の有

無の違いには不公平感・不合理感を否めない。そこで， 年経過時点で

孫 に該当する者が現存していたときは， 孫 の受益権取得は 年の

期間経過のスクリーニングを経て生き残り，実際に受益権取得が生じた

時点で 孫 のカテゴリーに該当する者が受益権取得をできると解した

い。その場合，個々人についてみれば， 年経過時点では現存していな

かった者が受益権を取得する余地があるが，クラス・集団単位で考える

ことに伴う，例外ないし拡大がその範囲で認められることになる。した

がって，例えば， 子 がすべて死亡したときは， 孫 に収益受益権を

取得させるという定めであった場合において， と とは， 年経過
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時点で出生していたが， はその数年後に出生し，その後に が死亡

して が受益権を取得することとなったというとき， 孫 としての受

益権は， ， のほか， も取得する。これに対し， の死亡後に

が生まれたとすると，受益権取得時に現存していなかった は受益

権を取得できない。受益権者としての 孫 という集団は，受益権取得

の時点において閉じられることになる
（ ）

。

元本受益者や残余財産受益権者の地位については，すでに述べたよう

に，その地位の確定的取得と，給付の履行期の到来とを区別して，整理

する必要がある。

受益者指定権や変更権については，特別な考慮が必要である。指定権

や変更権については，受益権の取得がそれだけにかかる場合には，死亡

による終期を想定できないため，非常に長期の信託の存続も可能となり

うることから（たとえば，法人である受託者に，委託者の子孫のうちか

ら受益者を順次指定する指定権を与えるような場合），特別の考慮を要

するように思われる（また，その考慮が，そもそも，指定権自体の内容

の限界となるのか，それとも，その行使による受益者連続の問題の限界

としてとらえるのか，という問題も含めて検討が必要であろう）。アメ

リカ法においても，永久拘束禁止則の指名権への適用の問題があり，指

名権自体の性格についての立ち入った考察が必要であると思われるた

め，指定権・変更権については，今後の検討課題としたい。

【後記】 信託法学会での報告後，立案担当者によるもう つの解説

（村松秀樹 富澤賢一郎 鈴木秀昭 三木原聡 概説 新信託法 （きん

ざい， ） 頁）に接した。そこでは，本稿で疑問視した，要綱か

ら法案・法文への変更の趣旨や理由付けがより明解に説明され，また，

受益者連続型信託における受益権の取得のメカニズムや，法人を受益者

とする定めを併存させた場合の扱いなど，本稿で言及した問題について

すでに解説がされている項目が少なからずある。本来，同書の出版を受

けて，本稿を改めるべきであるが，その対応ができないままとなったこ

とをお詫びしたい。
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（ ） 民事信託 という表現が用いられることもあるが，土地信託のように
事業的な性格を有するものも 民事信託 と称されることもあるなど，
民事信託の語は多義的であるため，ここでは， 家族の信託 という表
現を用いる。

（ ） 寺本昌弘 逐条解説新しい信託法 （補訂版）（商事法務， ）（以
下， 寺本・逐条 で引用する。） 頁。

（ ） 後継ぎ遺贈の効力および後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託の効力につ
いては，米倉明 後継ぎ遺贈の効力について 同 家族法の研究 （新
青出版， ） 頁（初出 ），同 信託による後継ぎ遺贈の可能性
──受益者連続の解釈論的根拠づけ ジュリスト 号 頁（ ），
大村敦志 後継ぎ遺贈 論の可能性 道垣内弘人 大村敦志 滝沢昌
彦編著 信託取引と民法法理 （有斐閣， ） 頁，星田寛 受益者
連続信託の検討 道垣内 大村 滝沢・同書 頁，田中亘 後継ぎ遺
贈──その有効性と信託による代替可能性について 米倉明編著 信託
法の新展開──その第一歩をめざして （商事法務， ） 頁，川淳
一 受益者死亡を理由とする受益連続型遺贈 野村豊弘 床谷文雄編著
遺言自由の原則と遺言の解釈 （商事法務， ） 頁，佐久間毅 人
の死亡による財産承継と信託 関西信託研究会 資産の管理運用制度と
信託 （トラスト ， ） 頁，植田淳 わが国における連続受益者
型信託──導入可能性に関する基礎的研究 信託 号 頁（ ），新
井誠 信託法 （第 版）（有斐閣， ） 頁，四宮和夫 信託法
（新版）（有斐閣， ） 頁，福井秀夫 後継ぎ遺贈型受益者連
続信託の法と経済分析 判例タイムズ 号 頁（ ）を参照。。

（ ） 存続段階での数次にわたる受益者連続型信託の有効性については，旧
法下では，旧 条や旧 条を基礎として肯定する議論があった。これに
対し，旧 条や旧 条は信託終了時の権利帰属を問題とするもので，受
益者連続型信託の基礎づけとしては，端的に旧 条の信託の定義（およ
び旧 条 項）に求めるべきことが主張されていた（米倉・前掲（注 ）
ジュリスト 号 頁， 頁（ ））。新法の制定においては，受
益者連続型の信託の有効性は自明のこととされた。これは，しいて言え
ば，後説を採用したということであろう。なお，米倉論文の，後継ぎ遺
贈の効力と受益者連続型信託の効力の関係のとらえ方に対する反論とし
て，能見善久 現代信託法 （有斐閣， ） 頁参照。

（ ） 詳細なものとして，星田寛 自分と家族のための家族信託の検討─改
正信託法の受益者連続信託の活用のすすめ─ 信託 号 頁



（ ）。また，同 遺言代用信託 金融・商事判例 号 頁（ ）
参照。

（ ） 要件 および 効果 としているが，規定の形式上は， 条は，信託
自体の効力の存続する期間の規定であり，信託が一定期間効力を有す
る，言い換えれば，その一定期間の満了時に信託は効力を失い終了する
というのが， 条の効果である。しかし，実質を見ると， 条は，受益
者連続型の信託において，どの範囲の受益権・受益者が有効にその権利
を取得するかの切り分けを行うものであり，実質的な効果は，有効な受
益権取得の有無，認められる受益者の範囲の決定である。その観点か
ら，ここでは，受益者の範囲の画定に関するものを 効果 という表題
のもとに，ひとまとまりに扱っている。

（ ） 寺本・逐条 頁。
（ ） 基本事例自体が，委託者 を当初受益者（第 次受益者）とし，その

死亡によって第 受益者（生存配偶者 ）が受益権を取得するものとし
た， 条に該当しうる類型であり， 条と 条は同時に適用されうるこ
とを想定した設例である。この場合の適用関係に関し，新井 前掲（注 ）
頁参照。

（ ） なお，受益権の消滅と取得の両方が死亡を理由とする場合には，この
ような断続は考えにくい。もっとも，全く生じないというわけではな
い。たとえば，基本事例を修正して，孫 は残余財産（元本）を取得す
るのではなく，孫 もまた収益の受益者と定められていたとする。この
もとで， の子供 がすべて死亡した時点で，孫 としては，胎児で
あった しかいなかったという場合，──胎児の取扱いに関わるが，
相続でも不法行為でもない以上，権利能力がないが，未存在の受益者と
して許容され，時間的な連続は必ずしも要しないというのであれば，
──かつ，信託行為で，たとえば， 年以内に生まれた孫を含む，とい
うような定めがあるといった場合──，信託行為の定めによれば，孫
が，生まれた時点で，次の受益者となる。言い換えれば，子供世代の
最後の者の死亡の時から孫 の出生までの間は， は受益権を取得し
ていないことになる。

（ ） 受益者の一部に法人を加えた場合も問題となろう。
（ ） 関連する事項として，信託行為の定めによって，第 次，第 次，第

次と定められた受益者のうち，第 次が第 次より先に死亡して第
次の死亡の場合に第 次が現存していたときにどうなるか，第 次受益
者とされた者が繰り上がって受益権を取得するかという問題がある。基
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本事例において，第 次受益者である が死亡するより前に，第 次受
益者である が死亡し， の死亡時点では第 次受益者である が生存
していたという場合， 死亡時に が受益権を取得するのか，である。
これは，まず，信託行為の解釈問題である。信託行為の解釈として，そ
のときは第 次の受益者が繰り上がって受益権を取得すると解される場
合，次に，それが 条の 定め として許容されるかが問題となりう
る。信託行為における 順次取得する 受益者の順について，将来の不
確実な事象（たとえば，先次の受益者と後次の受益者との死亡の前後な
ど）を盛り込んで受益権の取得についての定めを置くことは十分にあり
うることであり，そのような不確実な将来への対処に対し 条が制約を
設けるものとは考えられない。 条が果たすべき限定の機能をそのよう
な定めへの制約によって果たさせようとするならば──アという限定機
能の小さい解釈をとることとの 見合い から他で，たとえば 条の許
容する 定め の内容を限定的に解することで，その限定機能を果たさ
せようとするならば──，それは 条の狙いからは筋のはずれたところ
での限定と言うべきであろう（アという解釈をとること自体が再考され
るべきであろう）。

条の適用上の問題の つとして，受益権の放棄の場合があげられ
る。この処理も，同様に，信託行為の解釈問題としてとらえるべきであ
ろう。すなわち，信託行為では，受益権の終期がその者の死亡とされて
いたが，死亡以外の事由（ここでは受益権の放棄）によって当該受益者
の受益権が終了したとき，次の受益権の取得がどのようになるかは，信
託行為の解釈問題であり，死亡以外の事由による受益権の終了の場合も
次位の受益者の受益権取得の条件を成就させるというのが信託行為の当
事者の通常の意思にかなうデフォルト・ルールであろう。そしてまた，
そのように解釈された信託行為の定めが，それゆえに， 条該当性を欠
くことにはならない点も，同様である。

（ ） 田中和明 新信託法と信託実務 （清文社， ） 頁参照。
（ ） 寺本・逐条 頁（注 ）。
（ ） 新井・前掲（注 ） 頁。また同 頁注 参照（新信託法は，後継ぎ遺

贈に類似するドイツ法上の先位・後位相続に関するドイツ民法 条が
相続開始のときから 年を経過すれば，それまでに後位相続が開始しな
い限り，後位相続人の指定は原則として効力を失う旨を定めていること
を参考としたと思われる，とする）。

（ ） 法制審議会（信託法部会）では，胎児の取扱いが論じられ，これを含
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むべきだという見解が示されていたが（信託法部会第 回議事録，第
回議事録），その点についての明文化がないまま，要綱，法案へと至っ
ている。

（ ） 寺本・逐条 頁（注 ）。
（ ） 元本受益者（残余財産受益者）の受益権取得は，先の受益者の死亡に

かかるのではなく，自らの存在のみにかかっているから，元本受益者
（残余財産受益者）として指定された者がいったん存在して受益権を取
得したときは，その者が収益受益者の死亡時にすでに死亡していたとき
は相続人が承継していることになる（信託行為により別の者が元本受益
者（残余財産受益者）となるときは，解除条件付の取得ということにな
る）。

（ ） これが，前記（ ）の，受益者の 断続 を想定するものかは，
明瞭ではない。

（ ） 寺本・逐条 頁， 頁（注 ）。
（ ） また，長期間にわたって連続受益者を指定することが，物資の流通や

財産の効用を害し，国民経済上の利益に反し，公序良俗違反となるとい
う旧法下の考え方が言及されている（寺本・逐条 頁（注 ））。

（ ） 寺本・逐条 頁（注 ）。
（ ） 寺本・逐条 頁， 頁（注 ）参照。
（ ） 遺留分制度との関係では，その適用を肯定する場合，信託特有の事項

として，遠い受益権取得の評価，未存在の受益者の取扱いがとりわけ困
難な問題として浮上する。考え方の整理とともに，実務的には，評価の
ガイドラインが要請されよう。

（ ） 寺本・逐条 頁， 頁（注 ）。受益者連続型信託と遺留分の問題に関
しては，新井・前掲（注 ） 頁，川淳一 受益者死亡を理由とする
受益連続型遺贈・補論──遺言または遺言代用信託による受益連続処分
と遺留分権に関わる問題の整理 野村 床谷・前掲（注 ） 頁参照。

（ ） 以下の記述は，専ら，
（ ）

（ ）（以下 で引用する。）

（ ）ロバート・ ・リン（トラスト
エステイト・プランニング研究会訳） エステイト・プランニング─遺
産承継の法理と実務 （木鐸社， ），バーバラ・ ・ハウザー（新井
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誠 岸本雄次郎訳） 米国における今日の家族信託（ ）の利
用状況 信託 号 頁（ ）による。

（ ） 導入のルートは複数あり（一般的な承継法に基づく判例への導入や，
個別の制定法による導入，憲法における規定を置くなど），またその定
式も一律ではない（ ）。

（ ） （ ）。事案の
概要は次のとおりである（ノーフォーク公爵の事件については，

（ ）参照）。
アランデル伯爵は，先祖伝来の土地について， 年間の信託を設定
することとし，土地（グロストック荘園）の収益について受益者連続型
の信託を設定した。信託行為によると，土地の収益の受益者は，第 次
的に伯本人とその生存配偶者であり，両者が死亡した後は，彼らの次男
であるヘンリーおよびその子孫に与えるが，ヘンリーの生存中に彼らの
長男であり精神的な障害のあるトマスが子のないまま死亡し，かつヘン
リーが伯爵となったときは，信託の収益は三男であるチャールズおよび
その子孫に与えるというものであった。アランデル伯爵には 人の子が
あり，長子であるトマスは体が弱く精神上の障害があり子を持つことが
できないと考えられ，遅かれ早かれ，次男のヘンリーが爵位の承継者と
なり，それに伴う財産を承継することが予期されていた。そのため，グ
ロストック荘園についてはいったん次男ヘンリーに与えるが，トマスが
死亡してヘンリーが爵位を継いだときは，三男のチャールズに与えるこ
ととしていた。（この信託証書は，専門家の手によって作成され，きわ
めて複雑な複数の文書から成る。） 年にアランデル伯爵が死亡し，
爵位はトマスが継承した。ヘンリーは即座に，取得した権益に伴うコン
トロールの行使として，トマスをイタリアのパデュアに送って幽閉し
た。ヘンリーの尽力・画策で，ノーフォーク公爵の家名を取得して，ト
マスは第 代ノーフォーク公爵として， 年にパデュアで死亡した。
子供はなかった。ヘンリーは，第 代のノーフォーク公爵となった。信
託行為によれば，チャールズがグロストック荘園の権利者となるはずで
あるが，ヘンリーはこれを認めず，チャールズへの贈与は，永久権の性
質を有し，無効であると主張した。

（ ） （ ）
（ ） 現実には，各州によって異なることにつき， （前掲（注

））。
（ ） 永久拘束禁止則は，元来は，土地についての拘束を問題とするもので
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あった。今日では，一方で，永久拘束禁止則が問題とするような生涯権
（ ）や将来権（ ）のほとんどは，コモンロー上
の権利ではなく，エクイティ上の権利であること，他方で，富の蓄積の
主要な方法は不動産から各種の金融商品へと移っていることにより，永
久拘束禁止則の適用される主要な領域は，信託の形で保持される非不動
産（人的財産）の場合となっている。

（ ） なお，公益信託については，永久拘束禁止則は妥当しないとされてい
る。

（ ） これに対し，撤回権留保型・撤回可能信託のときや，権利者指名権に
よる権利設定のときは，異なり，撤回可能信託で委託者のみが撤回でき
るときは，撤回権失効時が基準時となる（通常は委託者の死亡時であ
る）。これは，撤回権が効力を有している限り，財産は絶対的には拘束
を受けていないためである。

（ ） 集団に対する贈与に関する規律である。基準期間内に集団は閉じてい
なければならず，かつ集団のすべてのメンバーについて条件が成就され
る必要があり，集団がなお開かれていたり，集団のメンバーの一人また
は一部について条件がみたされず未確定の権利であるときは，当該集団
全体について権利は無効となる。条件付権利に服する期間を制限する法
理であり，その期間内に条件が成就するときは，禁止則に抵触しない。
たとえば， の生存中は に，その後は の子供たち にその生存
中， 死亡後，当該財産は の孫 に分配する という信託を設定した
場合， の孫の残余権は無効とされる。これは， の子供たちのすべて
が死亡しない限り， の孫を構成するメンバーは確定せず， の子供た
ちのなかには，設定者の死亡時に現存していないものがある可能性があ
るためで， の孫の中には設定者の死亡時に存在しているものがあり
え，その者の権利は，その後に生まれてくる新しい孫にも開かれている
という制約付きながらすでに確定してはいるものの，永久拘束禁止則と
の関係では確定しておらず，その権利は無効となる。（前提として，
の子 の孫 というとき，いつ生まれたかを問わず， の子， の
孫という意味と解される。）
これに対しては， 集団確定の原則 （ ）によ

り，集団を閉じることによる対応がありうる。 集団確定の原則 は，
集団のメンバーが誰であれ，直ちに占有し享受できる地位にいたったと
きには，集団は閉じるというものである。
また， 全部原則 は，下位集団への贈与や，集団の各メンバーへの
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特定の額の贈与の形態をとる場合には，及ばない。たとえば，生存配偶
者，その子供たち，その子供たち（孫たち）を順に受益者とするが，孫
たちが死亡したときはその権利は絶対的にその時点の法定相続人に与え
るとしたときは，孫の世代全員への贈与ではなく，それぞれの死亡時に
その相続人への贈与であり，下位集団への贈与となり，孫という集団単
位ではなく，各別に有効性が判断される。また， 私の甥および姪にそ
れぞれ， ドルを，その者が私の死亡より前に生まれているか，後
に生まれているかを問わず， 遺贈するという場合，甥・姪という集団
単位ではなく，受贈者ごとに個別に有効性が判断される。

（ ） 権利者指名権の行使によって得られる利益は，永久拘束禁止則の適用
対象となる。権利者指名権には，現在直ちに行使可能な一般指名権と遺
言による一般指名権および特定指名権がある。現在直ちに行使可能な一
般指名権は，信託撤回権の形をとるものを除けば，実際にはあまり用い
られていない。したがって，焦点は，遺言による一般指名権および特定
指名権である。
指名権の場合には，当該指名権自体が有効かという問題と，指名権の
行使による権利・利益が有効かという つの問題がある。
現在直ちに行使可能な一般指名権は，永久拘束禁止則との関係では，
絶対的な所有権とみなされる。この結果，財産はまったく拘束されてい
ないことになる。指名権が有効であるためには，基準期間内に，当該権
限が行使できるようになるか，それとも失効するものでなければならな
い。行使できるようになれば，当該財産は，譲渡性・市場性を有するの
で，永久拘束禁止則の趣旨に反しないことになる。
指名権の行使によって創設される利益・権利は，当該指名権の取得者
がその財産を保有していた場合と同様に扱われる。永久拘束禁止の基準
期間は，当該指名権が行使されたときから，進行する。無条件の撤回権
の場合，その排他的受益の撤回権を有している場合には，同様に取り扱
われ，永久拘束禁止の基準期間は，その権能の終了時から進行する。
遺言による指名権の場合には，直ちに現在行使ができ，絶対的かつ無
条件の譲渡ができる権能とは異なるため，その権限保有者は，絶対的な
所有者とは扱われない。指名権付与者は，なおその権能の行使を通じて
当該財産を支配しているものとみなされる。
遺言による一般指名権および特定指名権は，基準期間内に行使できる
ものとなるのでなければ，無効である。基準期間内にその行使が限定さ
れているのでない限り，後に生まれる者に与えることはできない。
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受託者が分配について裁量権を有している場合，その権能は，特定指
名権と同等のものと扱われる。
指名権行使による利益取得の有効性に関しては，永久拘束禁止則の基
準期間は，当該指名権の設定時から進行する。指名権の取得者は，その
付与者の代理人と扱われ，財産のエクイティ上の権利者とは扱われな
い。指名権は，当該指名権を創設する設定行為に戻り，指名された利益
に適用される基準期間は，当該指名権の創設時が始期となる。永久拘束
禁止則との関係では，遺言による一般指名権は，特定指名権と同様と扱
われる。（もっとも，これを生存一般指名権と同様に扱う州もある。遺
言による一般指名権の行使のときが，指名による利益の基準期間の始期
となる。）この扱いは，指名権の対象財産は，指名権の行使によって，
指名権付与者から被指名者に移転するのであり，指名権者から承継され
るのではないという伝統的な考え方の反映である。
指名権行使による利益取得の有効性は，指名権付与行為に照らし合わ
せて，そのときを基準に判断されるが，行使時に存在する事実もまた考
慮することができる（ 事後事情考慮原則 （ ））。こ
のことは，実際に指名権がどう行使されたかについて，形勢観望するこ
とができ，指名権が行使された時点で存在する事実を基礎として，指名
される利益が基準期間内に確定するものかどうかを判断することができ
ることを意味する。

（ ） 以下は，永久拘束禁止則を支える積極的な論拠として，次
の諸点をあげている（完全にではないが， および は本文に紹介した
つの目的に対応する）。 土地の譲渡性の確保， 世代間の意思・願

いの実現の調整， 機会の平等の促進と，富の集中の防止， 信託が永
続する場合に生じる諸種の問題の回避（そのような問題として，事情の
変更，受託者，受益者の多数化による，信託の管理運営の非効率が指摘
される。）， 受託者によるリスク回避型投資の防止， 管理費用の削減
（信託に伴う，受託者報酬，弁護士，銀行や会計士，証券ブローカー等
の手数料や報酬などの，管理費用に服する期間を限定する。）， 債権者
に対する，浪費者信託条項の有効期間の制約。
もっとも，これらについては，次の指摘がある。すなわち， は税法
等他の方法で対処すべき事項であり， は旧来の信託における投資行動
を前提とするものであって，プルーデント・インベスター・ルールの導
入に伴い問題が解消している。 は浪費者信託条項，受益権の譲渡性そ
のものの問題である。 や については信託の変更・終了の規律によっ
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て対応を図ることができる。さらに， については，本文で紹介したよ
うに，不動産からそれ以外の財産へと信託財産の主流は変化しており，
現在では金融資産が中心であって，このような金融資産については信託
自体の管理運用によって，譲渡がされていくのであり，譲渡性の制限の
懸念はもはや妥当しない。 については，信託の存続はむしろ，後の世
代の受益者にとって有利であり，世代間の 願い の衝突は必ずしも存
しない。

（ ） このような目的との関係で，永久拘束禁止則の内容をみると，それは
必ずしも対応しておらず，目的との関係でその内容には過不足があるこ
とも指摘されている。すなわち，まず，永久拘束禁止則の目的からする
と，その内容は必然ではなく，およそ基準期間（ ）後
は将来権を禁止することも考えられる（存続期間の上限の画一的確定）。
しかし，歴史的にはそのような展開はみられない。しかも，基準期間を
経てなお不確定のものが制約の対象である。次に，コモンロー上の将来
権については市場性・譲渡性の理由はあてはまるが，信託による場合に
は，受託者が財産の処分権を有している限り，市場性・譲渡性は損なわ
れない。したがって，これらの目的からすれば，永久拘束禁止則は，そ
の対象が一面において過小であり，一面において過大である。

（ ） イギリス法においても，判例法上の永久拘束禁止則については，制定
法による見直しが行われている。 年の永久拘束および永久蓄積に関
する法律では，信託行為の定めにより 年を上限とする特定期間を基準
期間として選択することが認められ，また，形勢観望則が採用されてい
る（ （

） ）。また，法律委員会は，基準期間として， 年と
いう特定期間の導入を提唱している。 年という期間の理由は，それ
が，判例法における基準期間である 設定時に生存する者の生存期間プ
ラス 年 という現行基準のもとで達成されうる最大限の期間としてお
おむね想定される期間であることによる。この背後には，永久拘束禁止
則の存在理由に疑義を示し，その廃止を説く見解があり，その懸念に部
分的に対応するものでもある（
（ ） ）。

（ ） 約 分の の州で，後述する統一法が採用されており，また，永続信
託を認める州も相当数に上る（ 。ハウザー・前掲（注 ） 頁
は の州を永久拘束禁止則を 廃止（あるいは著しく拡張）してきた
州として挙げている）。
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（ ） 論理的な証明の原則であるという性質から，基準期間内に確定するか
失効するかが決まらない可能性がある権利は，たとえ，その可能性を左
右する事項の発生について，蓋然性がきわめて低く，それがありうると
考えることが常識に反するといえるほどのものであったとしても，可能
性が否定しきれない以上は無効という帰結が導かれる。そのような事項
として，たとえば， 歳の女性についての懐胎・出産の可能性などがあ
る。

（ ） 永久拘束禁止則は非常に複雑な様相を呈しており，意図せずして永久
拘束禁止則違反となることがある。これへの対応として開発された工夫
が，救済条項（ ）の挿入である。たとえば，
本証書における他のいかなる規定にもかかわらず，このもとで設定さ
れる信託はいずれであれ，すでに終了したものを除き，本証書が効力を
生じた時点において生存している本信託の受益者のうち生存者が死亡し
たときから 年で終了する。これにより信託が終了した場合において，
その時点における信託の残余元本および配分されていない収益は，その
時点における収益受益者であって，その時点において収益を受け取る権
利を有している者に，その権利の割合に応じて配分する。ここにいう
受益者 とは本証書で受益者として指名された者，本証書が効力を生
じた時点において生存し，信託財産について指名権者によって当該指名
権の行使により受益者として後に指名された者を含む。 といった条項
である。
最後の部分は，基準となる生存者を変更することを可能にするもので
あり，特に税の観点から，極力長く信託を存続させることが有利である
ような場合，有用であるとされている。信託設定時に生存していた委託
者の子孫がすべて死亡した，あるいは死亡する寸前であるというとき，
特定指名権保有者は，信託の設定前に生まれていた 人の健康な人の生
存中およびそれに加えて 年間，これらの人にわずかな受益権を与える
ことで，信託を存続させることができ，これにより，信託は， 年程
度は継続しうることになる。

（ ） この点での見直しとして， 原因において関連する基準生存者
（ ）という考え方が示された。

（ ） 中心的なレポーター（ 教授）の説明はこうである。現実の家
族を代表する つの類型を想定し，設定者（委託者）は，人口の パー
セントを占めるように， 歳から 歳の間に亡くなると想定し，平均的
にみて，設定者の死亡時に生存する設定者の最も年少の子孫は 歳であ
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ると決定した。 歳の者の平均期待余命は 年である。 年に 年を加
えると 年となる。この方法は，科学的に正確無比であるとはいえない
が，起草委員会は， 年という観望期間を支えるものとして十分に信頼
性があると判断したという。

（ ） 年の期間についてのもう つの説明は，それが 教授の ダー
スかそこらの健康な赤ん坊 プラス 年という，有能な法律家であれば
救済条項として用いるであろう条項（前掲注 参照）から，算出される適
正な年数であるというものである。このアプローチは，形勢観望原則の
導入の動機とされた第 次リステイトメントの説明によっても根拠づけ
られる。

（ ） のルールの場合，原因において確定に関連する生存者を決め
（前掲注 参照），追跡するよりも， 年という一律の形勢観望期間によ
る方が，より簡明であり，また， 年の形勢観望期間は，永久拘束禁止
則違反に対する弁護士の過誤，それによりキャリアをふいにする危険を
実効的に消滅させる。このため，州の法律家協会の支持が強く，約 分
の の州が を施行している。この中には，同時に永続信託を認
める州もある。また，フロリダ州とユタ州は， の表現どおりお
おむね採択しているが，信託に適用される期間を，それぞれ 年，

年としている。 年とする州（ワシントン州）もある。期間につ
いては，ワイオミング州が 年という期間を定めているが，それ
は，不動産を対象としない信託の存続期間についての定めである。

（ ） 永続信託については，
（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）を参照。
（ ） 永続信託の例は，次のようなものである。 は， 万ドルにつき信託

を設定し，収益は の娘 にその生涯にわたり支払い， の死亡後は信
託財産元本を の子供たちに分け，各子供はそうして決定された持分該
当分につき生涯にわたって支払いを受け，それぞれの子供の死亡時に
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は，同様にその子供たちにつき持分を分け，承継する世代が断絶するま
で続け，あるラインが断絶すると他のラインへとその財産は転じられ
る。状況の変化に対応できるように， には，信託元本につき特定の指
名権（または制限された指名権）が付与され，生前または遺言によって
行使することができ，贈与または信託の形のいずれでもとることがで
き， の配偶者， の子孫，これらの子孫の配偶者の中から，誰であ
れ，指名をすることができる。この権能によって， はその生存中，ま
たは死亡時に，いつでも，その家族の間で信託財産を分配することで，
信託を終了・変更させることができる。それぞれの承継者もまた，自ら
の持分部分について同様の指名権を付与される。また，これと並んで，
あるいは，それに代わって，裁量信託が用いられ，その考慮が受託者の
裁量に委ねられることもある。

（ ） 参照（両方の見方があること
を指摘する）。

（ ）
（ ） これについては賛否両論がある。次のような主張 指摘がある。すなわ

ち，死者のコントロールに対する懸念は，実は，実際に人々が望むもの
は何かについての誤った想定に依拠しているという指摘もある。また，
将来の世代との間での（贈与・処分）機会の平等の観点については，そ
のような機会の平等は財産・収入のみによって図ることができるもので
はなく，人的なリソース（教育，知識等々）もまたその不平等の源泉で
ある（莫大な財産承継は不公平というが，頭脳や活力の承継はそれ以上
に不公平ではないか）という指摘がある。さらに，信託による，受託者
による投資市場のコントロールの集中という指摘もあるが，それは，他
の投資家に利用可能なリスク資本に比べると小さなものだという指摘が
ある。このほか，受益者を怠惰で非生産的にするという指摘もあるが，
これに対し，富裕層は不運な層に分かち与えるべきだというもう つの
倫理をもっての反論がある。ひいては，家族王朝それ自体は，永久拘束
禁止則では防止できない（ロックフェラー，デュポン，メロンの例。そ
こまででなくとも，他のより小規模な例が例証とされる）。これを防止
するとすれば，連邦のみが，所得税および遺産税によってなしうるとこ
ろである。見方をかえると，生者は常に法律改正が可能であるから，実
は，死者のコントロールは常に現存する者の情けによって生き延びてい
るとの指摘もある。

（ ）
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（ ） イギリス法においても，永久拘束禁止則が果たす機能を，財産の譲渡
性・市場性の確保，世代間の調整，事情変更への対応などに見出しつ
つ，譲渡性・市場性の確保は土地や不動産についての問題であって，信
託財産の大半が非不動産である現在ではこの懸念は及ばないことが指摘
されている。また，世代間の調整や事情変更への対応については，信託
の変更・終了の規律による応接が指摘されている（そして，受益者の意
思のみを問題とするイギリス法のもとでは，信託の変更・終了の規律
は，委託者の意思の尊重を加えるアメリカ法に比べて，より容易であ
り，柔軟である）（ 参照）。

（ ） いずれも，最後の受益権を確定する基準である。信託法 条による
と， 年経過時点でその時点の受益者の余命が，次の受益権取得までの
最大期間となるから，余命が 年以上（たとえば， 歳の子供であった
など）となるときは， 年の永久拘束禁止則の期間を超えた時点での受
益権取得も可能となる。もっとも， 年経過時点での受益者の現存を要
求するとした場合，その者の余命もまた， 年以上である必要があるか
ら，該当する場面は稀であろう。これに対し， 年の経過時点での現存
を要しないとすれば，該当場面は広がる（ 子孫 を受益者と一般的に
定めたような場合）。

（ ） 永久拘束禁止則の廃止によって， 年といった信託が生じてくるが，
これは信託の管理という面から非効率を生む，という言明があること
も，イメージされている期間がどの程度かについての参考となろう。

（ ） ここには，委託者の世代の処分の自由と受益者の世代の処分の不自由
という，委託者と受益者の利益の間に緊張関係が認められる。しかし，
信託の永続は，必ずしも受益者の不利益ばかりではないことも指摘され
ている。

（ ） 樋口範雄 アメリカ信託法ノート （弘文堂， ） 頁。アメリ
カ法，特に統一信託法典の規律につき，神作裕之 信託の基礎的変更
──変更・終了および併合・分割 大塚正民 樋口範雄編著 現代アメ
リカ信託法 （有信堂， ） 頁参照。

（ ） イギリス法に関し， を参照。
（ ） 久保野恵美子 受益者の利益を代表する制度 大塚 樋口編著・前掲

（注 ） 頁， 頁。
（ ） アメリカ統一信託法典における代表の制度に関しては，久保野・前掲

（注 ）を参照。
（ ） 寺本・逐条 頁（注 ）。
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（ ） 一部に未存在の受益者が存するとき，一般に，その利益への配慮は受
託者の公平義務によって担われることが期待されている（寺本・逐条
頁（注 ））。

（ ） 中川善之助 泉久雄編 新版注釈民法 相続 （有斐閣， ）
頁［阿部浩二］，内田貴 民法 （補訂版）（東大出版会， ）
頁，潮見佳男 相続法 （第 版）（弘文堂， ） 頁。

（ ） 中川 泉・前掲（注 ） 頁［阿部］参照。
（ ） アメリカ法における永久拘束禁止則の議論においては，委託者と受益

者との間の，世代間の利害対立の指摘はあっても，受益者間の平等や相
続人間の平等という議論は，ほとんど顔を出さない。この背景には，相
続制度の違いがあると推測される。すなわち，そもそも，大陸法のよう
な遺留分制度がなく，州によって，制定法により，類似の機能を営むエ
レクティブ・シェアが認められているが，その主体は多くの場合，配偶
者である。したがって，子の間の平等といった問題は生じない。また，
相続のシステムは，包括承継ではなく，相続清算を経ての承継であり，
裁判所の監督下での，検認・遺産管理手続が，迅速性，コスト，プライ
バシーの観点から問題が少なからずあるとされ，そのような検認・遺産
管理手続の不合理さに対する防衛の手法としての信託が，その観点から
も評価されている。さらに，一般に，遺言者の意思の尊重，贈与者の意
思の尊重という傾向があり，さらにまた，その背景に，社会的に贈与に
対する肯定的評価（私人の贈与による社会インフラ整備の歴史が背景に
あるのではないかと推測される。）を指摘することができよう。

（ ） 遺留分制度の適用において，特別の手当てをすることは考えられなく
はない。しかし，それは，後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託の仕組みそ
のものを殺すことになりかねない。

（ ） 道垣内弘人 信託法理と私法体系 （有斐閣， ） 頁。
（ ） そのことに対する警鐘として，水野紀子 信託と相続の相克──とく

に遺留分を中心にして── 東北信託法研究会 変革期における信託
法 （トラスト ， ） 頁参照。

（ ） 年の私法学会シンポジウム 遺言自由の原則と遺言の解釈 の討
論においても，受益者連続型の後継ぎ遺贈や信託について，第 に，貧
富の格差・富裕層への富の集中，そのための利用の可能性と，第 に，
それゆえに財産の融通性の妨害，財産法の機能不全の懸念が，指摘され
ている（私法 号 頁（池田恒男発言）。これに対しては，遺留分の検
討と税制とによって対応する（ 主戦場を移す ）ことが示唆されている
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（私法 号 頁（川淳一発言））。）。
（ ） なお，永続信託を認める州では，受託者に信託財産の処分権限が付与

されていることを重視する州もある。
（ ） 法制審議会では，相続法下で，委託者が一般的になしえた範囲での受

益者に対する処分を基準とするという見解が提示されていた（第 回議
事録，第 回議事録）。それによれば，委託者の死亡時にすでに生まれ
ているか，胎児となっている者が，受益者となりうる者となる（民法
条， 条）。しかし，本文で記したように，信託法はすでに，未存

在の者を受益者とする遺言信託を許容していると解される。
（ ） 委託者が通常現に知りうる範囲を問題とするという理解を基礎に，信

託行為の効力発生時を基準とするものと解したい。したがって，生前信
託の場合は，信託契約や信託宣言（自己信託の意思表示）の効力発生
時，遺言信託の場合は，遺言の効力の発生時（遺言者の死亡時となる。
これは信託の成立・発効時期とは必ずしも一致しない（たとえば，遺言
信託で始期が定められたような場合）。

（ ） アメリカ法のもとでは，一定期間内に受益権取得の成否が不確定な者
が存在するときは集団全体について定めが無効となり，信託行為の起草
において，これによる不都合の回避が図られていた。本文の考え方は，
このような対処を踏まえ，デフォルト・ルールとして，（ 年という期
間の満了時ではなく）受益権取得時を基準として集団が閉じるという構
成──それが委託者の通常の意思と推定されることを基礎とする──を
提唱するものである。
本文のような考え方をとる場合，さらに次の問題が想起される。第
に， 年経過時点で現存していた孫 および が，受益権取得の時点
ですでに死亡していたが，他の孫 は生まれて生存していた場合，
は受益権を取得するのか。第 に， 年経過時点で と が生まれて
おり，受益権取得時点で は胎児であった場合， は受益権を取得す
るのか。
第 については，両論が考えられるものの， 年時点での および
の現存によって 孫 というカテゴリーでの受益権の取得の地位が

保全されると考えれば， の受益権取得は肯定されることになる。
第 については， 年経過時点での受益者の範囲の限定とは異なり，

受益権取得時点での胎児の問題は，権利能力の問題に直接関わる。 年
経過時点での現存の問題について述べたように，相続と実質的に共通す
る面が多く，政策判断としては胎児を含めて考えるべきだと思われる。
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しかし，権利能力の強行規定性からすると，現行法のもとで，胎児の権
利能力の認められる場面をやすやすと拡大することはできないであろ
う。（信託行為や他のアレンジによる一層の工夫によって対処すること
となろうか。）
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